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(57)【要約】
　その本発明は、概して、人間に対する光の色観におけ
る色度及び明度の側面に規制及び／又は強調を与える光
学フィルタに関し、概してそのような光学フィルタの適
用例に、そのような光学フィルタの治療への適用例に、
放射線保護眼鏡類に組み込まれたときそのような光学フ
ィルタの産業上の利用及び安全性応用に関し、そのよう
な光学フィルタを設計する方法に、そのような光学フィ
ルタを製造する方法に関する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の狭帯域色素を含む光学フィルタであって、前記フィルタの視感透過率が４０
％から８０％の間であり、前記フィルタの赤色－緑色分離係数が１．０よりも大きく、前
記光学フィルタの前記視感透過率は、ＣＩＥ　１９３２　２度標準観測者によるＣＩＥ標
準発光体Ｄ６５の重み付き明順応透過率として定義される、ことを特徴とする光学フィル
タ。
【請求項２】
　前記フィルタの前記赤色－緑色分離係数は１．２５よりも大きい、請求項１に記載の光
学フィルタ。
【請求項３】
　前記フィルタの前記赤色－緑色分離係数は１．５よりも大きい、請求項１に記載の光学
フィルタ。
【請求項４】
　前記フィルタの前記視感透過率は５０％よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ
。
【請求項５】
　前記フィルタの前記視感透過率は５０％よりも大きく、前記フィルタの前記赤色－緑色
分離係数は１．２５よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ。
【請求項６】
　前記フィルタの前記視感透過率は５０％よりも大きく、前記フィルタの前記赤色－緑色
分離係数は１．５よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ。
【請求項７】
　前記フィルタの前記視感透過率は６０％よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ
。
【請求項８】
　前記フィルタの前記視感透過率は６０％よりも大きく、前記フィルタの前記赤色－緑色
分離係数は１．２５よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ。
【請求項９】
　前記フィルタの前記視感透過率は６０％よりも大きく、前記フィルタの前記赤色－緑色
分離係数は１．５よりも大きい、請求項１に記載の光学フィルタ。
【請求項１０】
　前記フィルタの色が青色である、請求項１～９の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項１１】
　前記フィルタの色が青緑色である、請求項１～９の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項１２】
　前記フィルタの色が桃色である、請求項１～９の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項１３】
　前記フィルタの色が紫色である、請求項１～９の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項１４】
　フィルタ色は朱色である、請求項１～９の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項１５】
　請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、２つ以上
の狭帯域色素を含み、少なくとも１０度の視野にフィルタをかける、ことを特徴とする眼
科用眼鏡レンズ。
【請求項１６】
　請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは１つの狭帯
域色素のみを含む、ことを特徴とする眼科用コンタクトレンズ。
【請求項１７】
　請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、ピーク吸
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収波長が約５９５ナノメートルである１つの狭帯域色素のみを含む、ことを特徴とする眼
科用コンタクトレンズ。
【請求項１８】
　請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、ピーク吸
収波長が約５７５ナノメートルである１つの狭帯域色素のみを含む、ことを特徴とする眼
科用コンタクトレンズ。
【請求項１９】
　個人の色覚欠失を調整するためにレンズを処方する方法であって、
　前記個人が緑色弱であるかどうかを検査する工程と、
　前記個人が赤色弱であるかどうかを検査する工程と、
　前記個人が緑色弱であれば、請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前
記フィルタの５７５ナノメートルにおける透過率が、５９５ナノメートルにおける前記透
過率の少なくとも２倍よりも大きい眼科用レンズを処方する工程、及び／又は
　前記個人が赤色弱であれば、請求項１～１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前
記フィルタの５９５ナノメートルにおける前記透過率は、５７５ナノメートルにおける前
記透過率の少なくとも２倍よりも大きい眼科用レンズを処方する工程と、を備えることを
特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１から１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは１つの狭
帯域色素のみを含む、ことを特徴とする光源組立体。
【請求項２１】
　請求項１から１４の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは２つ以上
の狭帯域色素を含む、ことを特徴とする光源組立体。
【請求項２２】
　１つ以上の狭帯域色素を含む光学フィルタであって、ＣＩＥ　１９３２　２度標準観察
者によるＣＩＥ標準光源Ｄ６５の重み付き明順応透過率として定義される前記フィルタの
視感透過率が７０％よりも大きく、前記フィルタの赤色－緑色分離係数が０．２５よりも
大きく、ＨＥＶ減衰係数が約５．０よりも大きい、ことを特徴とする光学フィルタ。
【請求項２３】
　前記フィルタの前記視感透過率が８０％よりも大きい、請求項２２に記載の光学フィル
タ。
【請求項２４】
　前記フィルタの白色点の（ｘ、ｙ）座標が、標準発光体Ｄ６５、前記ＣＩＥ１９３２　
２度標準観察者、及びＣＩＥ　Ｙｘｙ色度座標系に関して（．３１、．３３）の０．０５
単位内にある、請求項２２～２３の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項２５】
　前記フィルタの前記白色点の前記（ｘ、ｙ）座標は、前記標準発光体Ｄ６５、前記ＣＩ
Ｅ１９３２　２度標準観察者、及び前記ＣＩＥ　Ｙｘｙ色度座標系に関して（．３１、．
３３）の０．０２５単位内にある、請求項２２から２３の何れかに記載の光学フィルタ。
【請求項２６】
　１つ以上の狭帯域色素と、少なくとも１つの青色吸収性標準色素とを含む光学フィルタ
であって、ＣＩＥ　１９３２　２度標準観察者によるＣＩＥ標準発光体Ｄ６５の重み付き
明順応透過率として定義される前記フィルタの視感透過率が４０％よりも小さく、前記フ
ィルタの赤色－緑色分離係数が０．２５よりも大きく、ＨＥＶ減衰係数が少なくとも約４
０である、ことを特徴とする光学フィルタ。
【請求項２７】
　請求項２２～２６の何れかに記載の光学フィルタを備える、ことを特徴とする眼科用眼
鏡レンズ。
【請求項２８】
　直線偏光子を含む、請求項２７に記載の眼科用眼鏡レンズ。
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【請求項２９】
　光発色性色素を含む、請求項２７に記載の眼科用眼鏡レンズ。
【請求項３０】
　請求項２２～２５の何れかに記載の光学フィルタを備える、ことを特徴とする眼科用コ
ンタクトレンズ。
【請求項３１】
　請求項２２～２５の何れかに記載の光学フィルタを備える、ことを特徴とする眼科用眼
球内レンズ。
【請求項３２】
　１つ以上の狭帯域色素と、１つ以上の標準色素とを含む光学フィルタであって、前記標
準色素の少なくとも１つは、吸収率ピークが約５１０ナノメートルであり、　ＣＩＥ　１
９３２　２度標準観察者によるＣＩＥ標準発光体Ｄ６５の重み付き明順応透過率として定
義される前記フィルタの視感透過率が５０％よりも小さく、前記フィルタの前記暗順応透
過率は前記視感透過率の３分の１よりも小さい、ことを特徴とする光学フィルタ。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の光学フィルタ備える、ことを特徴とする眼科用レンズ。
【請求項３４】
　直線偏光子を含む、請求項３３に記載の眼科用レンズ。
【請求項３５】
　光発色性色素を含む、請求項３３に記載の眼科用レンズ。
【請求項３６】
　中間濃度色素を含む、請求項３３に記載の眼科用レンズ。
【請求項３７】
　請求項３２に記載の光学フィルタを備える、ことを特徴とする眼科用コンタクトレンズ
。
【請求項３８】
　光発色性色素を含む、請求項３７に記載の眼科用コンタクトレンズ。
【請求項３９】
　個人の色覚欠失を調整するためにコンタクトレンズを処方する方法であって、
　前記個人が緑色弱であるかどうかを検査する工程と、
　前記個人が赤色弱であるかどうかを検査する工程と、
　前記個人が緑色弱であれば、光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、ピーク吸収波
長が約５９５ナノメートルである狭帯域色素を含み、前記光学フィルタは、ＣＩＥ　１９
３２　２度標準観察者によるＣＩＥ標準発光体Ｄ６５の重み付き明順応透過率として定義
された視感透過率が少なくとも約７０％であるコンタクトレンズを処方する工程と、及び
／又は
　前記個人が赤色弱であれば、光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、ピーク吸収波
長が約５７５ナノメートルである狭帯域色素を含み、前記光学フィルタは、ＣＩＥ　１９
３２　２度標準観測者によるＣＩＥ標準発光体Ｄ６５の重み付き明順応透過率として定義
される視感透過率が少なくとも約７０％であるコンタクトレンズを処方する工程とを備え
る、ことを特徴とする方法。
【請求項４０】
　色覚に所望の様式で変化をもたらす光学フィルタを設計するためのコンピュータで実施
する方法であって、ＣＩＥ　１９３２　２度標準観察者によるＣＩＥ標準発光体Ｄ６５の
重み付き明順応透過率として定義された結果として生じる光学フィルタの視感透過率が目
標視感透過率にほぼ等しくなるまで、プロセスを反復的に評価する工程を備え、前記反復
プロセスは、
　現行色素配合式に基づいて現行フィルタをシミュレートする工程と、
　前記フィルタを色度制約基準に照らして検査する工程と、
　前記検査により前記制約基準に違反すると分かれば、前記色素配合式を制約違反基準に
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関して改善する工程と、
　前記検査により前記制約基準に違反しないと分かれば、前記色素配合式を比色分析性能
測定基測定基準準に従って改善する工程と、
　前記現行色素配合式への一組の候補増分変化に基づいて一組の候補フィルタをシミュレ
ートする工程と、
　前記改善は、前記視認透過率の変化に関する前記基準の変化の比を用いて計算し、前記
変化は、前記現行フィルタの特性間の差異に関して及び各候補フィルタに関して計算され
、
　前記現行フィルタを前記比を最大化する前記候補フィルタに更新する工程とを備え、
　前記反復プロセスでは、前記現行色素配合式は、初期色素配合式を用いて初期化され、
前記結果として生じる光学フィルタは、前記反復が完了した後の現行フィルタであり、前
記光学フィルタにおける光の透過率は下式で与えられる波長τFの関数であり、
　　　　　　τF = 10 

(-1×F)

　　　　　　F = α1 Ω1 + … α N Ω N
上式で、Ｆは、前記光学フィルタの光学濃度スペクトルであり、α1 … α Nは色素濃度
であり、Ω1 … Ω Nは一組の色素の光学濃度スペクトルであり、Ｎは１よりも大きい、
ことを特徴とする方法。
【請求項４１】
　前記色素は１つ以上の狭帯域色素を含む、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記色素は１つ以上の標準色素を含む、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記比色分析性能測定基準は、ΨRGであって下式を用いて計算され、
　　　　ΨRG = ((τν × ((((τG + τR) / 2) / τY) - 1)) / (1 - τν) + 1)
上式中、τGは、５００ナノメートルから５５５ナノメートル間における前記光学フィル
タの平均透過率であり、τYは５５５ナノメートルから６００ナノメートルの間における
前記光学フィルタの平均透過率であり、τRは６００ナノメートルから６５０ナノメート
ルの間における前記光学フィルタの平均透過率であり、τνは前記光学フィルタの視感透
過率である、請求項４０～４２の何れかに記載の方法。
【請求項４４】
　前記目標視感透過率は少なくとも４０％である、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記目標視感透過率は少なくとも５０％である、請求項４３に記載の方法。
【請求項４６】
　前記目標視感透過率は少なくとも６０％である、請求項４３に記載の方法。
【請求項４７】
　前記制約基準は、前記光学フィルタを通して見える平均昼光の外観が青色になるように
構成される、請求項４０～４６の何れかに記載の方法。
【請求項４８】
　前記制約基準は、前記光学フィルタを通して見える平均昼光の外観が青緑色であるよう
に構成される、請求項４０～４６の何れかに記載の方法。
【請求項４９】
　前記制約基準は、前記光学フィルタを通して見える平均昼光の外観が桃色であるように
構成される、請求項４０～４６の何れかに記載の方法。
【請求項５０】
　前記制約基準は、前記光学フィルタを通して見える平均昼光の外観が朱色であるように
構成される、請求項４０～４６の何れかに記載の方法。
【請求項５１】
　前記制約基準は、フィルタ白色点の（ｘ、ｙ）座標が、標準発光体Ｄ６５、ＣＩＥ　１
９３２　２度標準観察者、及びＣＩＥ　Ｙｘｙ色度座標系に関して（．３１、．３３）の
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０．０５単位内にあるように構成される、請求項４０～４６の何れかに記載の方法。
【請求項５２】
　前記制約基準は、前記フィルタ白色点の前記（ｘ、ｙ）座標が（．３１、．３３）の０
．０２５単位内にあるように構成される、請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記比色分析測定基準は、下式を用いて計算され、
　　　　　　　ΨHEV = ((τν × ((τH / τL) - 1)) / (1 - τν) + 1) 
上式において、τHは３９０ナノメートルから４５０ナノメートルの間における前記光学
フィルタの平均透過率であり、τLは４５０ナノメートルから６５０ナノメートルの間に
おける前記光学フィルタの平均透過率であり、τνは前記光学フィルタの視感透過率であ
る、請求項４０～４２の何れかに記載の方法。
【請求項５４】
　前記制約基準は、前記フィルタ白色点の前記（ｘ、ｙ）座標が、標準発光体Ｄ６５、前
記ＣＩＥ１９３２　２度標準観察者、及び前記ＣＩＥ　Ｙｘｙ色度座標系に対して（０．
３１、０．３３）の０．０５単位内にあるように構成される、請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記制約基準は、前記フィルタ白色点の前記（ｘ、ｙ）座標が（．３１、．３３）の０
．０２５単位内にあるように構成される、請求項５４に記載の方法。
【請求項５６】
　前記光学フィルタの前記目標明度は７０％よりも大きい、請求項５３～５５の何れかに
記載の方法。
【請求項５７】
　前記光学フィルタの前記目標明度は８０％よりも大きい、請求項５３～５５の何れかに
記載の方法。
【請求項５８】
　前記色素は１つ以上の標準色素を含み、前記標準色素の１つは青色吸収性色素であり、
前記光学フィルタの目標明度が５０％よりも小さい、請求項５３～５７の何れかに記載の
方法。
【請求項５９】
　前記光学フィルタの前記目標明度は４０％よりも小さい、請求項５８に記載の方法。
【請求項６０】
　前記制約基準は、前記光学フィルタを通して見える平均昼光の外観が黄色になるように
構成される、請求項５８～５９の何れかに記載の方法。
【請求項６１】
　前記制約基準は、前記フィルタ白色点の前記（ｘ、ｙ）座標が前記黒体軌跡の０．０２
５単位内にあるように構成され、前記フィルタの相関色温度は、４２００ケルビンから２
６００ケルビンの間にあり、前記白色点の色度座標は、標準発光体Ｄ６５、ＣＩＥ１９３
２　２度標準観察者、及びＣＩＥ　Ｙｘｙ色度座標系に関して計算される、請求項５８～
５９の何れかに記載の方法。
【請求項６２】
　前記制約基準は、前記フィルタの前記暗順応透過率が前記フィルタの前記視感透過率の
約３分の１よりも小さいように構成される、請求項４０～４２の何れかに記載の方法。
【請求項６３】
　５７０ナノメートルから６００ナノメートルの間の第１のスペクトル帯にピーク吸収波
長を有する第１の狭帯域色素と、４７０ナノメートルから５３０ナノメートルの間の第２
のスペクトル帯にピーク吸収波長を有する第２の狭帯域色素とを含み、前記レンズの前記
第１のスペクトル帯域におけるピーク光学濃度は、前記第２のスペクトル帯域におけるピ
ーク光学濃度の少なくとも３倍であり、
　米国規格協会Ｚ８０．３－２０１０により規定されたレンズの前記視感透過率は４０％
よりも大きい、ことを特徴とする眼科用眼鏡レンズ。
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【請求項６４】
　前記米国規格協会Ｚ８０．３－２０１０により規定された前記レンズの前記視感透過率
は５５％よりも大きい、請求項６３に記載の眼科用眼鏡レンズ。
【請求項６５】
　前記米国規格協会Ｚ８０．３－２０１０により規定された前記レンズの前記視感透過率
は６５％よりも大きい、請求項６３に記載の眼科用眼鏡レンズ。
【請求項６６】
　５７０ナノメートルから６００ナノメートルの間の第１のスペクトル帯にピーク吸収波
長を有する狭帯域色素を含み、米国規格協会Ｚ８０．２０－２０１０により規定された前
記レンズの前記視感透過率が４０％よりも大きい、ことを特徴とする眼科用コンタクトレ
ンズ。
【請求項６７】
　前記米国規格協会Ｚ８０．２０－２０１０により規定された前記レンズの前記視感透過
率は５５％よりも大きい、請求項６６に記載の眼科用コンタクトレンズ。
【請求項６８】
　前記米国規格協会Ｚ８０．２０－２０１０により規定された前記レンズの前記視感透過
率は７０％よりも大きい、請求項６６に記載の眼科用コンタクトレンズ。
【請求項６９】
　５７０ナノメートルから６００ナノメートルの間の第１のスペクトル帯にピーク吸収波
長を有する第１の狭帯域色素と、４００ナノメートルから４３０ナノメートルの間の第２
のスペクトル帯にピーク吸収波長を有する第２の狭帯域色素とを含む眼科用レンズであっ
て、前記第１のスペクトル帯域における前記レンズの最小分光透過率が７５％よりも小さ
く、４２０ナノメートルにおけるレンズの分光透過率が５０％よりも小さく、前記レンズ
の前記視感透過率が９０％よりも小さく吸収率波長、前記視感透過率は、前記レンズが眼
鏡レンズであれば米国規格協会Ｚ８０．３－２０１０により規定され、前記レンズがコン
タクトレンズであれば米国規格協会Ｚ８０．２０－２０１０により規定される、ことを特
徴とする眼科用レンズ。
【請求項７０】
　前記レンズの前記視感透過率は８０％よりも小さい、請求項６９に記載の眼科用レンズ
。
【請求項７１】
　４２０ナノメートルにおける前記レンズの前記分光透過率は１０％よりも小さい、請求
項６９に記載の眼科用レンズ。
【請求項７２】
　前記レンズの前記視感透過率は７０％よりも大きい、請求項６９～７１の何れかに記載
の眼科用レンズ。
【請求項７３】
　５７０ナノメートルから６００ナノメートルの間の第１のスペクトル帯域にピーク吸収
波長を有する狭帯域色素と、青色光吸収性標準色素とを含む眼科用眼鏡レンズであって、
前記第１のスペクトル帯域における前記レンズの最小分光透過率は、前記レンズの前記視
感透過率の４分の１よりも小さく、前記第２のスペクトル帯域における前記レンズの前記
平均透過率は、前記レンズの前記視感透過率の８分の１よりも小さく、
　米国規格協会Ｚ８０．３－２０１０により規定された前記レンズの前記視感透過率は４
０％よりも小さい、ことを特徴とする眼科用眼鏡レンズ。
【請求項７４】
　１つ以上の狭帯域色素と１つ以上の標準色素とを含む眼科用眼鏡レンズであって、前記
標準色素の少なくとも１つが約５１０ナノメートルに吸収率ピークを有し、米国規格協会
Ｚ８０．３－２０１０により規定された前記レンズの視認透過率は４０％よりも小さく、
４５０ナノメートルから５３０ナノメートルの間における前記レンズの平均透過率は前記
レンズの前記視感透過率の１０分の１よりも小さい、ことを特徴とする眼科用眼鏡レンズ
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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願への相互参照］
[0001]　本出願は、２０１５年３月１３日に出願され、名称が「色覚に所望の様式で影響
を及ぼす光学フィルタ、及び非線形最適化によるその設計方法」である米国仮特許出願第
６２，１３３，２０７号の優先権を主張し、この出願は、その全体が参照によって本明細
書に援用される。
[0002]　本出願はまた、２０１３年８月３０日に出願され、名称が「マルチバンド色覚フ
ィルタ及びＬＰ最適化による方法」である米国特許出願第１４／０１４，９９１号、及び
２０１２年３月５日に出願され名称が「マルチバンド色覚フィルタ及びＬＰ最適化による
方法」である国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２０１２／０２７７９０号に関連し、両出願はそ
の全体が参照によって本明細書に援用される。
[0003]　本発明は、概して、人間の色覚によって見られる光の色観の色彩及び視感の光景
を調整及び／又は増強する光学フィルタ、概してそのような光学フィルタの用途、眼科用
レンズにおけるこのような光学フィルタの用途、そのような光学フィルタの治療用途、例
えば放射線防護眼鏡類に組み込んだときのこのような光学フィルタの工業的及び安全的用
途、そのような光学フィルタの設計方法、そのような光学フィルタの製造方法、及びこの
ような光学フィルタを、例えば、眼鏡類、コンタクトレンズ、窓、コーティング、及び光
源を含む光学系に組み込むデザイン及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
[0004]　光学フィルタは、光源又は受光体に作用する波長を選択して透過させる装置であ
る。このようなフィルタは、人間の目に見える色観の光景を変換するように構成すること
ができる。色覚の光景を改善又は変更する光学フィルタは、色覚欠失者、低視力不調者及
び色覚が正常な者に、治療上の利益をもたらすことができる。光学フィルタは、紫外、可
視及び／又は赤外スペクトルの高エネルギ放射線から目を保護することができる。色覚及
び／又は色観に変化をもたらす光学フィルタを組み込んだ装置は、眼鏡類、コンタクトレ
ンズ、視野組立体、カメラ、窓、コーティング及び光源組立体を含む。このような装置は
、一般に光学系と呼ぶことができる。顔又は目の前に配置されたレンズ又はシールドを使
用して、眼によって受け取る光を修正するために光学フィルタが作用する装置は、一般に
、眼科システムと呼ばれる。
【発明の概要】
【０００３】
[0005]　本明細書には、例えば、人間の色知覚に対する色観を強調及び／又は調整する光
学フィルタを設計する方法が開示される。記載した方法によって生産された光学フィルタ
のデザインは、狭帯域吸収性色素及び／又は広帯域吸収色素のような吸収性光学材料を使
用して光学フィルタを組み立てる製造仕様の基礎として使用できる。このようなフィルタ
は、光学基体が実質的に透明であるとき、その表面上に塗布したコーティングとして製造
することができ、又は光学基体の大きな塊に組み込むことができ、又はその両方である。
光学基体は、例えば、眼鏡類（例えば、眼鏡、サングラス、顔シールド、単眼鏡、安全レ
ンズ、コンタクトレンズ、又は他の適切な眼科用レンズ）に組み込むことができ、又はス
コープ組立体（例えば双眼鏡）、又は光源組立体（例えば、電球、懐中電灯）に組み込む
ことができ、又は反射面に塗布されたコーティング（例えば、塗料又は印刷プロセスによ
って着色された紙又は他の基体上に塗布された透明なコーティング）に組み込むことがで
きる。
【０００４】
[0006]　眼科用レンズは眼とともに使用するレンズである。眼科用レンズは、眼を光学的
（合焦的）に補正することができ、又はそれは出力がゼロでそのような補正をしなくても
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良い。眼鏡レンズの例は、眼鏡レンズ（例えば、透明又は実質的に透明なレンズ）、色付
き又は着色レンズ、サングラスレンズ、偏光レンズ、勾配レンズ、調光レンズ、多焦点（
例えば、累進、二焦点及び三焦点）レンズ及びコンタクトレンズである。
【０００５】
[0007]　光学フィルタは、それらの透過率スペクトルに関連する測定可能な特性によって
特徴付けることができる。本明細書において、「フィルタ」という用語の制限のない使用
は、別段の定めがない限り、「光学フィルタ」を意味すると理解すべきである。透過率は
、特定の波長でフィルタを通過する光の部分である。透過率は、例えば０．０４である比
として、又は例えば４０％である割合として記載することができる。可視光の波長は、約
３９０ナノメートルから約７５０ナノメートルの間であるが、４００ナノメートルから約
７００ナノメートルの間、又は４２０ナノメートルから約６７０ナノメートルの間の波長
のみを考慮することも妥当であり、なぜなら、人間の目は、波長が可視スペクトルの端に
近い光に比較的鈍感であり、従って可視スペクトルの端に近いフィルタの特性は、色知覚
にほとんど又は全く影響を及ぼさないためである。フィルタの透過率スペクトルは、本明
細書中に別段の定めがない限り、可視光線のスペクトルを横切るその伝導性を指す。フィ
ルタの透過率スペクトルは、例えば、１ナノメートルの波長刻み幅を用いて、又は他の任
意の妥当な刻み幅又は他のサンプリング方法を用いて、波長毎に透過率を一覧表にするこ
とによって、コンピュータ上でシミュレートすることができる。
【０００６】
[0008]　フィルタの中間透過率は、波長の連続範囲にわたる平均透過率であり、例えば、
５００ナノメートルから５９９ナノメートルの間の平均透過率は、１ナノメートルの刻み
幅を用いて、範囲内の各波長における透過率を合計し、合計を１００で割る。
【０００７】
[0009]　フィルタの視感透過率は、標準光源のフィルタにより重み付けされた平均透過率
であり、重み付け関数は、標準観察者モデルによって定義された明順応視感効率関数であ
る。本開示では、フィルタの視感透過率は、ＣＩＥ　標準発光体Ｄ６５の重み付け平均透
過率として定義され、重み付け関数は、ＣＩＥ　１９３２　２度標準観測者によって定義
される明順応視感効率関数である。
【０００８】
[0010]　フィルタの白色点は、フィルタを通して見た平均昼光の（ｘ、ｙ）色度座標であ
り、平均昼光は、ＣＩＥ　標準発光体Ｄ６５として定義され、（ｘ、ｙ）色度座標は、別
段の定めがない限り、ＣＩＥ　１９３２　２度標準観測者及びＣＩＥ　Ｙｘｙ色空間に従
って計算される。
【０００９】
[0011]　フィルタの相関色温度は、黒体軌跡のうちフィルタの白色点に最も近い点に対応
する温度である。
【００１０】
[0012]　眼科システムに組み込まれたフィルタの透過率スペクトルは、例えば、眼によっ
て一般的な様式で受け取った光にフィルタをかけるために眼科システムが使用されるとき
、レンズのうち少なくとも１０度の視野に対応する領域にわたる測定値を平均化すること
によって測定できる。例えば、スペクトル測定は、眼鏡レンズのうち、レンズの中心にお
いて直径が約５ミリメートルから約２０ミリメートルの間の領域に基準光を通過させ、次
いで、眼科システムによって変換された光をスペクトル分析することができる。コンタク
トレンズの同様の測定では、適切に選択されかつレンズの直径に比例する、より小さな面
積を使用する。光源組立体に組み込まれたフィルタの透過率スペクトルの測定は、系のう
ち出力ビームの一部、例えば全出力光パワーの約１０％にわたるスペクトル応答を平均す
る工程を備えることができる。系に組み込まれたフィルタのスペクトル応答を測定するあ
らゆる妥当な方法を使用することができ、測定方法は、フィルタが引き起こす視覚影響（
すなわち、通常の肉眼で見られる影響）を考慮するために適切に選択される。
【００１１】
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[0013]　光学フィルタが眼科用レンズに組み込まれると、その特性は、業界標準の慣例及
び定義に従って測定することができ、例えば、丁度上述した計算は、米国規格協会Ｚ８０
．３－２０１０セクション４．６（透過率）、セクション４．６．１（視感透過率）、セ
クション４．６．２（平均透過率）、及びセクション４．６．３．１（平均昼光の白色点
／色度座標）によって、眼鏡類に関して定義される。同様の計算が、コンタクトレンズに
つきＡＮＳＩ　Ｚ８０．２０－２０１０に、眼内レンズにつきＡＮＳＩ　Ｚ８０．７－２
００２に、及びスキー及びスノーゴーグルにつきＡＳＴＭ　Ｆ６５９－１２に定義される
。
【００１２】
[0014]　１つの態様では、色覚に所望の様式で変化をもたし、２つ以上の色素成分の組合
せを含む、光学フィルタを設計するためのコンピュータ実施方法が、コンピュータを使用
してその成分色素濃度に関して与えられたフィルタの状態をシミュレートする工程を備え
、成分色素濃度は、色素配合式を用いて以下の形態で与えられ、
　　　　　　　　　　　　　F = α1 Ω1 + … α N Ω N
上記配合式中、Ωiは色素の光学濃度スペクトルを表し、αiはｉ番目の色素における対応
する色素濃度を表す。この方法では、フィルタの透過率スペクトルτFは、Ｂｅｅｒ－Ｌ
ａｍｂｅｒｔの法則に従う色素成分の組合せによってシミュレートされ、
　　　　　　　　　　　　　　　　τF = 10 

(-1×F)

この方法は、フィルタが所望の目標視感透過率（τν）に達するまで、色素配合式への最
適の変化（本明細書では色素増分と呼ぶ）を選択する、ルーチンを繰り返し（反復して）
実行する工程を備える。ルーチンの各繰返しにおいて、色素配合式への最適な変化は、候
補変化の集合から選択され、各変化は、色素の色素濃度の小さな離散的上昇に対応し、最
適な変化は、対応する候補フィルタの視認透過率の低下当たりの比色分析性能を最大にす
る変化であり、及び／又は最適な変化は、候補フィルタの視感透過率の低下当たりの目標
白色点への距離の減少の比を最大にする変化である。
【００１３】
[0015]　いくつかの実施形態では、目標白色点は、色度空間内の単一の点である。いくつ
かの実施形態では、目標白色点は、色度空間内の円形領域である。いくつかの実施形態で
は、目標白色点は、色度空間内の四辺形領域である。いくつかの実施形態では、目標白色
点は、黒体放射体のうち、色温度が約２７００ケルビンから約１００００ケルビンの間で
ある黒体軌跡上の対応する位置にある。
【００１４】
[0016]いくつかの実施形態では、目標白色点は、得られるフィルタの色が青色である（す
なわち、白色光の見かけの色がフィルタを通過するときに青色に変換される）ように構成
される。いくつかの実施形態では、目標白色点は、フィルタの色が紫色であるように構成
される。いくつかの実施形態では、目標白色点は、フィルタ色が桃色であるように構成さ
れる。いくつかの実施形態では、目標白色点は、フィルタの色が紫色であるように構成さ
れる。いくつかの実施形態では、目標白色点は、フィルタの色が朱色（朱色は桃色を帯び
た灰色である）であるように構成される。いくつかの実施形態では、目標白色点は、フィ
ルタの色が黄色であるように構成される。いくつかの実施形態では、目標白色点は、フィ
ルタの色が茶色であるように構成される。いくつかの実施形態では、目標白色点は、フィ
ルタ色が赤色であるように構成される。いくつかの実施形態では、目標白色点は、フィル
タ色が灰色であるように構成される。
【００１５】
[0017]　いくつかの実施形態では、追加の制約が設けられ、フィルタの透過率は、５８０
ナノメートルから６００ナノメートルの間において少なくとも５％であること、又は視感
透過率の少なくとも１／１０であること、又は少なくともフィルタの視感透過率の１／５
であることが保証される。
【００１６】
[0018]　いくつかの実施形態では、この方法は、改変して所定の色素の最大濃度を制限し
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、その色素を所望の重合体中に含む製品を製造するために必要な溶解度限界に従うように
する。
【００１７】
[0019]　いくつかの実施形態では、この方法は、改変して帰納的予見能力を使用し、その
結果最適な変化の計算は、入力制約条件を維持するために必要とされる将来の予測変化を
考慮して、色素濃度の最良の増分を考慮する。
【００１８】
[0020]　いくつかの実施形態では、この方法は、一組の標準色素を用いて作動するように
構成されており、標準色素は、そのピーク吸収波長の周囲における全幅半値幅が４０ナノ
メートルよりも大きい色素として定義される。ピーク吸収波長は、色素の光学濃度が最大
に達する可視スペクトル内の波長である。いくつかの色素の光学濃度は、可視スペクトル
外の領域（例えば、紫外又は赤外スペクトル）でより高くても良いが、これらの特性は、
色覚を所望の様式で変化させるためのフィルタの設計には関連しない。
【００１９】
[0021]　いくつかの実施形態では、この方法は、一組の狭帯域色素を用いて動作するよう
に構成されており、狭帯域色素は、ピーク吸収の周囲に最大幅４０ナノメートルの全幅半
値幅を有する色素とすることができる。
【００２０】
[0022]　いくつかの実施形態では、この方法は、少なくとも１つの狭帯域色素及び少なく
とも１つの標準色素を含む色素のセットを使用して作動するように構成される。
【００２１】
[0023]　いくつかの実施形態では、本方法は、赤色－緑色分離係数を比色分析性能測定基
準として使用するように構成される。
【００２２】
[0024]　いくつかの実施形態では、比色分析性能測定基準は、フィルタを通して見た一組
の基準色（例えば、一組のＭｕｎｓｅｌｌ色見本について）の色度領域を測定することに
よって計算される。
【００２３】
[0025]　別の態様では、色覚に変化をもたらすフィルタを特徴付けるための比色分析性能
規準が、３つの隣接する非重複スペクトル領域にわたって、すなわち、約５００ナノメー
トルから約５５５ナノメートルの間の緑色領域（τG）にわたって、約５５５ナノメート
ルから約６００ナノメートルの間黄色領域（τY）にわたって、及び約６００ナノメート
ルから約６５０ナノメートルの間の赤色領域（τR）にわたって平均透過率を計算し、次
いでフィルタの視感透過率（τν）を計算し、下式を用いてフィルタ係数（ΨRG）を計算
する。
　　　　　ΨRG = ((τν × ((((τG + τR) / 2) / τY) - 1)) / (1 - τν) + 1) 
本明細書で定義される赤色－緑色分離係数は、中間色フィルタ（波長毎の透過率が一定の
フィルタ）にはゼロであり、色空間の赤色－緑色軸線に沿って組織化された色の飽和度及
び／又は輝度を高めるフィルタにはゼロよりも大きい。
【００２４】
[0026]　別の態様では、色覚に所望の様式で変化をもたらすフィルタは、１つ以上の狭帯
域色素を含み、フィルタは、視感透過率が少なくとも４０％であり、赤色－緑色分離係数
が少なくとも１．０である。
【００２５】
[0027]　いくつかの実施形態では、フィルタは２つ以上の狭帯域色素を含む。
【００２６】
[0028]　いくつかの実施形態では、フィルタは３つ以上の狭帯域色素を含む。
【００２７】
[0029]　いくつかの実施形態では、フィルタは４つ以上の狭帯域色素を含む。
【００２８】
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[0030]　いくつかの実施形態では、フィルタは５つ以上の狭帯域色素を含む。
【００２９】
[0031]　いくつかの実施形態では、フィルタは、１つ以上の狭帯域色素及び１以上の標準
色素を含む。
【００３０】
[0032]　いくつかの実施形態において、フィルタは、２つ以上の狭帯域色素及び１つ以上
の標準色素を含む。
【００３１】
[0033]　いくつかの実施形態では、フィルタは、３つ以上の狭帯域色素及び１つ以上の標
準色素を含む。
【００３２】
[0034]　いくつかの実施形態では、フィルタは、４つ以上の狭帯域色素及び１つ以上の標
準色素を含む。
【００３３】
[0035]　いくつかの実施形態では、フィルタは、５つ以上の狭帯域色素及び１つ以上の標
準色素を含む。
【００３４】
[0036]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が４０％よりも大きく、赤色
－緑色分離係数が１．０よりも大きい。
【００３５】
[0037]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が４０％よりも大きく、赤色
－緑色分離係数が１．２５よりも大きい。
【００３６】
[0038]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が４０％よりも大きく、赤色
－緑色分離係数が１．５よりも大きい。
【００３７】
[0039]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が４０％よりも大きく、赤色
－緑色分離係数が２．０よりも大きい。
【００３８】
[0040]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が５０％よりも大きく、赤色
－緑色分離係数が１．０よりも大きい。
【００３９】
[0041]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が５０％よりも大きく、赤緑
色分離係数が１．２５よりも大きい。
【００４０】
[0042]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が５０％よりも大きく、赤色
－緑色分離係数が１．５よりも大きい。
【００４１】
[0043]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が５０％よりも大きく、赤色
－緑色分離係数が２．０よりも大きい。
【００４２】
[0044]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が６０％よりも大きく、赤緑
色分離係数が１．０よりも大きい。
【００４３】
[0045]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が６０％よりも大きく、赤緑
色分離係数が１．２５よりも大きい。
【００４４】
[0046]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が６０％よりも大きく、赤色
－緑色分離係数が１．５よりも大きい。
【００４５】
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[0047]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が６０％よりも大きく、赤色
－緑色分離係数が２．０よりも大きい。
【００４６】
[0048]　フィルタの視感透過率が少なくとも約４０％であり、フィルタの赤色－緑色分離
係数が少なくとも１．０であるいくつかの実施形態では、フィルタの色は青色である。
【００４７】
[0049]　フィルタの視感透過率が少なくとも約４０％であり、フィルタの赤色－緑色分離
係数が少なくとも１．０であるいくつかの実施形態では、フィルタの色は青緑色である。
【００４８】
[0050]　フィルタの視感透過率が少なくとも約４０％であり、フィルタの赤色－緑色分離
係数が少なくとも１．０であるいくつかの実施形態では、フィルタの色は紫色である。
【００４９】
[0051]　フィルタの視感透過率が少なくとも約４０％であり、フィルタの赤色－緑色分離
係数が少なくとも１．０であるいくつかの実施形態では、フィルタの色は紫色である。
【００５０】
[0052]　フィルタの視感透過率が少なくとも約４０％であり、フィルタの赤色－緑色分離
係数が少なくとも１．０であるいくつかの実施形態では、フィルタの色は桃色である。
【００５１】
[0053]　フィルタの視感透過率が少なくとも約４０％であり、フィルタの赤色－緑色分離
係数が少なくとも１．０であるいくつかの実施形態では、フィルタの色は朱色（朱色は桃
色を帯びた灰色である）である。
【００５２】
[0054]　いくつかの実施形態では、フィルタの白色点は、相関色温度が２７００ケルビン
から１００００ケルビンの間であり、黒体軌跡へのフィルタ白色点の距離は、ＣＩＥ　（
ｘ、ｙ）１９３２　２度標準観測者の色度空間内において、最大で約０．０５単位である
ように構成される。
【００５３】
[0055]　いくつかの実施形態では、フィルタの白色点は、相関色温度が２７００ケルビン
から１００００ケルビンの間であり、黒体軌跡へのフィルタ白色点の距離は、ＣＩＥ（ｘ
、ｙ）１９３２　２度標準観測者の色度空間内において、最大で約０．２５単位であるよ
うに構成される。
【００５４】
[0056]　いくつかの実施形態では、フィルタは、ピーク吸収波長が約５７５ナノメートル
である第１の狭帯域色素と、ピーク吸収波長が約５９５ナノメートルである第２の狭帯域
色素とを含む。
【００５５】
[0057]　いくつかの実施形態では、フィルタは、ピーク吸収波長が約５７５ナノメートル
である第１の狭帯域色素と、ピーク吸収波長が約５９５ナノメートルである第２の狭帯域
色素とを含み、色素の濃度は、５７５ナノメートルにおけるフィルタの透過率が約１０％
+/-５％となるように構成される。
【００５６】
[0058]　いくつかの実施形態では、フィルタは、ピーク吸収波長が約５７５ナノメートル
である第１の狭帯域色素と、ピーク吸収波長が約５９５ナノメートルである第２の狭帯域
色素とを含み、色素の濃度は、５９５ナノメートルにおけるフィルタの透過率が約５％+/
-３％となるように構成される。
【００５７】
[0059]　いくつかの実施形態では、このフィルタは、ピーク吸収波長が約５９５ナノメー
トルである第１の狭帯域色素と、ピーク吸収波長が約４７５ナノメートルである第２の狭
帯域色素とを含み、色素濃度は、４７５ナノメートルにおけるフィルタの透過率が、５９
５ナノメートルにおけるフィルタの透過率よりも少なくとも約４倍大きく、その結果フィ
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ルタの視感透過率は、少なくとも４０％、又は少なくとも５０％、又は少なくとも６０％
であるように構成される。
【００５８】
[0060]　いくつかの実施形態では、フィルタは、ピーク吸収波長が約５７５ナノメートル
である第１の狭帯域色素と、ピーク吸収波長が約４７５ナノメートルである第２の狭帯域
色素とを含み、色素濃度は、４７５ナノメートルにおけるフィルタの透過率が、５９５ナ
ノメートルにおけるフィルタの透過率よりも少なくとも約３倍大きく、その結果フィルタ
の視感透過率は、少なくとも４０％、又は少なくとも５０％、又は少なくとも６０％であ
るように構成される。
【００５９】
[0061]　別の態様では、色覚欠失を患っている患者に眼球レンズを処方する方法は、個人
の色覚を検査する工程と、次いで光学フィルタを含むレンズを処方する（推奨する又は選
択する）する工程とを備え、個人が緑色弱であれば、レンズは、５７５ナノメートルにお
けるフィルタの透過率が５９５ナノメートルにおける透過率の少なくとも２倍であるよう
に選択され、及び／又は個人が赤色弱であれば、５９５ナノメートルにおけるフィルタの
透過率が５７５ナノメートルにおける透過率よりも少なくとも２倍大きいように選択され
る。
【００６０】
[0062]　別の態様では、色覚欠失を患っている個人にコンタクトレンズを処方する方法は
、個人の色覚を検査する工程と、次いで光学フィルタを含むレンズを処方する（推奨する
又は選択する）する工程とを備え、個人が緑色弱であれば、レンズは、５７５ナノメート
ルニオケルフィルタの透過率が５９５ナノメートルにおける透過率の少なくとも２倍であ
るように選択され、及び／又は個人が赤色弱であれば、５９５ナノメートルにおけるフィ
ルタの透過率が５７５ナノメートルにおける透過率よりも少なくとも２倍大きく、しかも
フィルタの視感透過率は約７０％よりも大きいように選択される。
【００６１】
[0063]　別の態様では、色覚に所望の様式で変化をもたらすフィルタは、１つ以上の狭帯
域色素を含み、フィルタは、少なくとも約７０％の視感透過率を有し、３９０ナノメート
ルから４３０ナノメートルの間の平均透過率が最大でも２５％であり、フィルタは、ピー
ク吸収波長が約５９５ナノメートルである狭帯域色素を含み、狭帯域色素の濃度は、５９
５ナノメートルにおけるフィルタの透過率が、最大でも約７５％になるように構成される
。
【００６２】
[0064]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が約８５％であり、３９０ナ
ノメートルから４３０ナノメートルの間における平均透過率が約２０％である。
【００６３】
[0065]　いくつかの実施形態では、フィルタは、視感透過率が約７５％であり、３９０ナ
ノメートルから４３０ナノメートルの間における平均透過率が約５％である。
【００６４】
[0066]　いくつかの実施形態では、フィルタは、ピーク吸収波長が約５９５ナノメートル
である第１の狭帯域吸収性色素と、ピーク吸収波長が約４０５ナノメートルである第２の
狭帯域色素とを有し、第２の狭帯域色素は、約５１０ナノメートルに、より小さい吸収率
ピークも有する。
【００６５】
[0067]　いくつかの実施形態では、フィルタは、ピーク吸収波長が約５９５ナノメートル
である第１の狭帯域吸収性色素と、ピーク吸収波長が約４２０ナノメートルである第２の
狭帯域色素とを含み、第２の狭帯域色素は、約５２５ナノメートルに、より小さい吸収ピ
ークも有する。
【００６６】
[0068]　別の態様では、色覚に所望の様式で変化をもたらすフィルタは、１つ以上の狭帯
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域色素と、１つ以上の青色吸収性標準色素とを含み、フィルタは、視感透過率が最大でも
４０％であり、３９０ナノメートルから４２５ナノメートルの間におけるフィルタ透過率
が最大でも１％である。
【００６７】
[0069]　いくつかの実施形態では、３９０ナノメートルから４５０ナノメートルの間にお
けるフィルタ透過率は、最大でも１％である。
【００６８】
[0070]　いくつかの実施形態では、フィルタは、ピーク吸収波長が約５９５ナノメートル
である狭帯域色素を含み、狭帯域色素の濃度は、５９５ナノメートルにおけるフィルタの
透過率が最大でも約１０％となるように構成される。
【００６９】
[0071]　別の態様では、１つ以上の狭帯域色素と、随意の１つ以上の標準色素とを含み、
フィルタは、色覚に所望の様式で変化をもたらすように構成され、眼科システムに組み込
まれる。
【００７０】
[0072]　いくつかの実施形態では、眼科システムは、眼鏡レンズ及び／又は窓、例えば眼
鏡レンズ、サングラスレンズ又は顔面シールドを備えるタイプの眼鏡類である。いくつか
のこのような実施形態では、フィルタは、視野の部分が位置しかつ近視野観察条件が生じ
る場所でその視野の部分が変化を受けるように組み込むことができる。いくつかのそのよ
うな実施形態では、フィルタは、視野の部分が位置しかつ遠視野観察条件が生じる場所で
その視野の部分が変化を受けるように組み込むことができる。
【００７１】
[0073]　眼科システムが眼鏡類タイプであるいくつかの実施形態では、フィルタは、レン
ズ基体の表面に塗布されるコーティングに組み込まれる。
【００７２】
[0074]　眼科システムが眼鏡類タイプであるいくつかの実施形態では、フィルタは、レン
ズ基体のバルク材中に組み込まれる。
【００７３】
[0075]　眼科システムが眼鏡類タイプであるいくつかの実施形態では、フィルタは、レン
ズ基体のバルク材と、レンズ基体の表面に塗布されるコーティングとの両方に組み込まれ
る。
【００７４】
[0076]　眼科システムが眼鏡類タイプであるいくつかの実施形態では、レンズ組立体は、
第２のフィルタを含み、第２のフィルタは、光発色性色素であり又はそれを含み、或いは
直線偏光子であり又はそれを含む、或いは円形偏光子であり又はそれを備える。
【００７５】
[0077]　いくつかの実施形態では、眼科系はコンタクトレンズを備える。
【００７６】
[0078]　いくつかの実施形態では、眼科系は眼内レンズを備える。
【００７７】
[0079]　別の態様では、色覚に所望の様式で変化をもたらし、１つ以上の狭帯域色素を含
むフィルタが、光学系に組み込まれる。
【００７８】
[0080]　いくつかの実施形態では、光学系は光源組立体であり、フィルタは、光源によっ
て放出された光の一部又は全部にフィルタをかけるように組み込まれる。
【００７９】
[0081]　いくつかの実施形態では、光源組立体は、懐中電灯、ヘッドライト又は類似する
携帯光源である。
【００８０】
[0082]　いくつかの実施形態では、光学システムは、電球、照明器具又は類似する常設の
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光源である。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】色覚に所望の様式で影響を及ぼすフィルタのための、最適化された色素配合式を
設計する反復方法を描くプロセスフロー図である。
【図２】色覚に所望の様式で影響を及ぼすフィルタのための、色素配合式への候補改善を
測定する方法を描くプロセスフロー図である。
【図３】所望の改善が比色分析性能測定規準の上昇である場合、候補改善フィルタについ
ての改善を測定する方法を描くプロセスフロー図である。
【図４】所望の改善は、目標の白色点制約への追従の回復である場合、測定方法を示すプ
ロセスフロー図である。
【図５】一般的な人の眼球におけるＳ錐体、Ｍ錐体、Ｌ錐体及び桿体光色素の吸収率スペ
クトル図である。
【図６】標準的な色名を有する領域、及び緑色と赤色との間の中間色を含む三角形領域を
示す色度図である。
【図７】波長毎に白色点とスペクトル軌跡との間の距離を表し、及び緑色と赤色との間の
スペクトル色に対応する波長を表す長方形の領域のグラフである。
【図８】選択された標準色素の光学濃度スペクトル図である。
【図９】標準的な黄色吸収性色素を含む青色フィルタの透過率スペクトル図である。
【図１０】標準的な黄色吸収性色素を含む桃色フィルタの透過率スペクトル図である。
【図１１】酸化ネオジムを含む青色フィルタの透過率スペクトル図である。
【図１２】標準的な黄色吸収性色素、及び狭帯域黄色吸収性色素の光学濃度スペクトル図
である。
【図１３】選択された狭帯域色素の光学密度スペクトル図である。
【図１４】単一の狭帯域色素を含む青色フィルタの透過率スペクトル図である。
【図１５】単一の狭帯域色素を含む桃色のフィルタの透過率スペクトル図である。
【図１６】複数の狭帯域色素を含む青色フィルタの透過率スペクトル図である。
【図１７】複数の狭帯域色素を含む朱色フィルタの透過率スペクトル図である。
【図１８】複数の狭帯域色素を含む灰色フィルタの透過率スペクトル図である。
【図１９】複数の狭帯域色素及び／又は標準色素を含む、ＨＥＶ（高エネルギ可視）放射
線吸収フィルタの透過率スペクトル図である。
【図２０】複数の狭帯域色素及び／又は標準色素を含む色覚異常補助フィルタの透過スペ
クトルである。
【図２１】選択されたフィルタの白色点の位置、及びフィルタの色を分類するための色度
領域を示す色度図である。
【図２２】選択されたフィルタ実施例における視感透過率対赤色－緑色分離係数、及び比
色分析フィルタ性能を分類するための３つの領域の散布図である。
【図２３Ａ】レンズ基体上に結合コーティングとして塗布された機能色素ベースフィルタ
を含む眼科用レンズの構成を示す概略図である。
【図２３Ｂ】照明出力ビームと交差する光学窓として組み込まれた機能色素ベースフィル
タを含む、光源組立体の概略図である。
【図２４Ａ】近距離視野条件用の色覚に所望の効果を与えるためにフィルタを適用するこ
とができる、レンズ上の領域を示す図である。
【図２４Ｂ】遠距離視野条件用の色覚に所望の効果を与えるためにフィルタを適用するこ
とができる、レンズ上の領域を示す図である。
【図２５】プロセスフロー図の構文及び構造が、他の図に現れるように明示し及び説明す
るためのプロセスフロー図の実施例である。
【図２６】標準色素の規格化された光学密度スペクトルの表である。
【図２７】ＤＣＢシリーズの光学フィルタの透過率スペクトルの表である。
【図２８】ＤＣＰシリーズの光学フィルタの透過率スペクトルの表である。
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【図２９】ＡＣＥシリーズの光学フィルタの透過率スペクトルの表である。
【図３０】狭帯域色素の規格化された光学密度スペクトルの表である。
【図３１】ＤＭＢシリーズの光学フィルタの透過率スペクトルの表である。
【図３２】ＤＭＰシリーズの光学フィルタの透過率スペクトルの表である。
【図３３】ＣＸＢシリーズの光学フィルタの透過率スペクトルの表である。
【図３４】ＣＸＶシリーズの光学フィルタの透過率スペクトルの表である。
【図３５】ＣＸＮシリーズの光学フィルタの透過率スペクトルの表である。
【図３６】ＵＶＨシリーズの光学フィルタの透過率スペクトルの表である。
【図３７】ＡＣＲシリーズの光学フィルタの透過率スペクトルの表である。
【図３８】ΨRG＞１及び τν＞０．４０であるフィルタの特性表である。
【図３９】ΨRG＜１であるフィルタの特性表である。
【発明を実施するための形態】
【００８２】
[0124]　以下の詳しい説明を、異なる各図を通して同じ参照番号が類似する要素を指す図
面を参照して読んで理解されたい。図面は、必ずしも正確な縮尺ではなく、選択的な実施
形態を描いており、発明の範囲を限定することを意図しない。詳しい発明は、本発明の原
理を、限定としてではなく一例として例示する。この説明は、当業者が、本発明を作成及
び使用することを明らかに可能にし、現段階で本発明を実施するための最良形態であると
考えられるものを含めて、本発明のいくつかの実施形態、改造物、変形例、代替物及び使
用を説明する。本明細書及び添付の請求項において使用する単数形「ａ」、「ａｎ」、及
び「ｔｈｅ」は、文脈によって別段の定めがない限り、複数を指すこともある。
【００８３】
[0125]　光学フィルタは、眼鏡類に組み込まれ、色覚を補助するために、特に色覚欠失者
に良好な色覚をもたらすために、様々の有用な効果をもたらすことができる。米国特許出
願第１４／０１４，９９１号に記載されるように、色覚に所望の様式で影響を及ぼす光学
フィルタに関連する設計上の制約は、線形プログラムの形態で容易に記述することができ
、費用関数が与えられた場合、独自の眼球の最適解法を用いて迅速に解くことができる。
このような制約は、例えば、フィルタを介して見たときの具体的な光源の外観に必要な色
度及び／又は明度の限界が含まれる。合致した（可解な）線形プログラムの制約は、ｎを
基礎要素の数としたとき、ｎ次元の多面体を形成する。基礎要素は、例えば、光の各波長
に対する単色光源（離散的なディラック－デルタ関数）であり、又はガウス基礎関数、又
は透過率対波長の任意の関数とすることができる。さらに、線形プログラムに対する解の
一般的特性は、それらが必然的にｎ次元制約多面体の頂点に位置することである。このタ
イプの最適条件は、費用が高い基礎要素を活用する前に、特定の基礎要素（例えば、費用
が最小要素）の利用度を最大化することが常に好ましいという記述と同等である。最小及
び最大スペクトル透過率に具体的な制約がないとき、最適なフィルタは、波長ごとに２値
の透過率関数を有する必要があり、各波長においてフィルタが１００％透過体又は１００
％遮断体の何れかであることを意味する。換言すれば、波長に対する透過率関数が滑らか
に変化する任意のフィルタ解は、制約多面体の内部に位置する線形プログラム解に対応し
、従って、制約条件に対する費用を最小化しない（又は等価的に利益を最大化しない）の
で最適ではない。制約が具体化されている場合、例えば所定の光に対して必要最小限の光
度を支配すると、制約は、最小スペクトル透過率の限界が低い領域につながる可能性があ
る。例えば、このような低い制約を使用すると、通過帯域から隣接する阻止帯域に延びる
肩部特徴が現れることがある。要約すると、色覚に所望の様式で影響を及ぼすために最適
化されたフィルタは、１つ以上のストップバンド（切込み）切欠きを備えたフィルタであ
り、そこでは各移行帯における勾配の絶対値は可能な限り高い。フィルタの移行帯におけ
るこの特性は、「先鋭部」、「狭帯域幅」、「高周波」、「高減衰係数」又は同様の用語
として説明することもできる。
【００８４】
[0126]　説明した１つ以上の鋭いストップバンドを有するフィルタを実施するための手段



(18) JP 2018-509661 A 2018.4.5

10

20

30

40

50

は、誘電体スタック（光学無限インパルス応答フィルタと同等である）、偏光位相差板ス
タック（光学有限インパルス応答フィルタと同等である）、吸収性色素、蛍光性色素、及
び上述した手段のうちの２つ以上を備える混合アプローチを含む。誘電体スタック及び偏
光位相差板スタックは、ほぼ任意の目標フィルタ仕様に適応できる点で、両方とも一般的
なタイプのフィルタ設計技術とみなすことができる。このような技術は、上述した線形計
画法に基づく設計方法と一緒に使用するのに適している。しかしながら、色素の組合せに
基づくフィルタのデザインにおいて、色素の非線形混合特性に適応させ反復アルゴリズム
を用いて適切な色素配合式を決定する上で好ましい、異なる方法の使用が好ましいことが
ある。色素の特性は、本質的に非線形であり（Ｂｅｅｒ－Ｌａｍｂｅｒｔの法則に従って
特徴付けられる）、従って線形プログラム解法の入力としては適さない。加えて、色素ベ
ースのフィルタのデザインは、追加の問題を引き起こし、１）色素は、内在する化学的性
質のために離散選択に限定され、配合式に利用可能な色素の光学濃度スペクトルは容易に
改変されないかも知れないこと、２）色素の分光吸収率、即ち高分子担体マトリックスは
、理想的には選択できず、しばしば側波帯を有し、又はさもなればスペクトルの異種領域
で吸収を引き起こすこと、３）色素は、審美的な影響をもたらす（特に眼鏡類に組み込む
場合）可能性があるフィルタを着色することが含まれる。理論的に最適な目標透過率スペ
クトル（例えば線形計画法によって計算された）を考えると、目標を正確に近似するとと
もに、色覚に作用する所望の効果に関する適切な実行をもたらす色素の組合せを見出すこ
とが困難なことがある。さらに、２つ以上の色素成分の複雑な配合式を含むフィルタにつ
いて、フィルタ特性は、配合式の任意のスカラー修正のもとで変化する。例えば、色素配
合式がその色素に対して等しい割合で弱められ、視感透過率がより高い新しいフィルタに
到達すると仮定する。弱められたフィルタは、目標視感透過率がこれと同じになるように
設計された（例えば以下で説明する方法を使用して）フィルタよりも最適度が低い。
【００８５】
[0127]　色素（色素配合式を用いて特定される）の組合せに基づき、色覚に所望の様式で
変化をもたらすフィルタを設計及び最適化するための反復法が、以下に詳しく説明される
。この方法が、コンピュータ上で実施されると、色覚に所望の様式で影響を及ぼすフィル
タのための色素配合式の自動最適化が可能になる。この方法によって提供される色素配合
式は、そのようなフィルタの製造仕様の基礎として使用することができる。この方法及び
／又は方法の変形例を用いて設計されたフィルタの実施例、色覚に関するフィルタの所望
の効果、及び他の詳細な説明が、図１４～図２０の説明と一緒に与えられる。本明細書に
記載した方法は、比色分析性能測定規準に関して最適化されたフィルタのための色素配合
式を生み出すことが可能であるとともに、１つ以上の制約、即ち所定の特定された光源の
色度及び／又は明度に対する制約も満たす。本方法のいくつかの変形例では、比色分析性
能測定規準は、赤色－緑色分離係数として定義され、以下で詳細に定義されかつ説明され
る。いくつかの変形例では、比色分析性能測定規準は、特定された組の基準色の色度全域
領域である。いくつかの変形例では、比色性能測定規準は、高エネルギ可視光（即ち短波
長の青色光）の透過率の最小化である。いくつかの変形例では、比色分析制約は、例えば
標準発光体Ｄ６５が特定の光度とされ、その色度（フィルタを通じて見た）が色度空間内
で特定の領域内に限定されることを要求することによって、特定の白色光の光度及び／色
度に関連する。いくつかの変形例では、比色分析制約は、例えば、黄色のＬＥＤをフィル
タを通じて見たとき、そのような光が視えるために必要な最小明度であることの要求によ
って、特定の黄色光の光度に関連する。いくつかの変形例では、比色分析制約は、視感透
過率の一部、例えば約３分の１よりも小さい、暗順応透過率の制限に関連する（暗順応光
は、波長が約４３０ナノメートルから約５７０ナノメートルの間である桿体細胞色素によ
って受光される光である）。
【００８６】
[0128]　図１は、デザイン基準の仕様が与えられたフィルタの色素配合式を最適化する前
述の反復方法（アルゴリズム）の実施形態を描いたプロセスフロー図である。示したデザ
イン基準は、初期色素濃度１０１のベクトル、配合式（成分色素）に利用可能な色素の光
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学濃度スペクトル１０２、フィルタの目標白色点１０３（例えば所望のＣＩＥ１９３２（
ｘ、ｙ）基準光源の色度座標）、及び基準光源１０４のパワースペクトルを含む。基準光
源は、典型的にはＣＩＥ標準発光体Ｄ６５であるが、日光、又は蛍光灯、又は発光ダイオ
ード、又は他の特定の光源のような別の光源のそれの異なる様相とすることができる。設
計基準は、色素配合式の最適化アルゴリズム１０５への入力として与えられ、その中で反
復プロセスが行われ、色素濃度の初期セットは、プロセスが終了するまで反復的に更新さ
れ、終了時の色素濃度の状態は、最適化された色素濃度１１２のセットである。
【００８７】
[0129]　反復プロセスは、初期色素濃度及び成分色素光学濃度スペクトルを用いてフィル
タをシミュレートすることによって初期化される。典型的には、初期色素濃度は全てゼロ
であり、すなわち最初にシミュレートされたフィルタは完全に透明である。シミュレート
されたフィルタは、次いで、特定の白色点制約に関してチェックされる。フィルタの白色
点は、適切な色空間、例えばＣＩＥ　Ｙｘｙ又はＣＩＥ　ＬＵＶ色空間における二次元色
度座標の観点から計算される。白色点制約チェックは、目標白色点１０３と、基準光源に
対して現在シミュレートされたフィルタによって与えられる白色点との間の距離を測定す
る工程を含む。目標白色点が単一点であれば、距離はベクトル長である。目標白色点が二
次元領域にあれば、距離は、現在与えられる白色点を領域の境界へ結ぶ最短線の長さであ
り、或いは領域の境界上に位置し又は領域内に位置する点についてゼロである。距離値が
適切に選択されたイプシロンよりも小さい、例えばＣＩＥ（ｘ、ｙ）色度空間で約０．０
０１単位であれば、フィルタ白色点チェックは、合格である（すなわち、適合している）
とみなされる。いくつかの変形例では、より大きなイプシロン値（例えば、ＣＩＥ（ｘ、
ｙ）色度空間で０．０５単位）を選ぶことができ、より大きなイプシロン値を使用するこ
とは、円形の、湾曲した又は丸めた目標白色点領域を定めることと同等である。フィルタ
の白色点チェックが合格であるとみなされれば、フィルタの比色性能の改善を考慮するサ
ブプロセス１０８を実行する。チェックが合格ではない（すなわち追従でない）とみなさ
れると、フィルタ白色点追従への改善を考慮するサブプロセス１０７を実行する。前述し
た２つのサブプロセス１０７、１０８は、現行色素配合を分析し、次いで新しいシミュレ
ートフィルタに対応する新しい色素配合を選択する。これらのデータは、フィルタの視感
透過率を測定する別のサブプロセス１１０に与える。視感透過率が目標明度以下であれば
１０９、色素配合式の最適化プロセスは終了し、現行色素濃度が最終的な最適化色素配合
式として出力される１１２。視感透過率が目標明度よりも大きければ、色素濃度ベクトル
が更新され１１１、上述したプロセスフローは、フィルタ白色点チェック工程１０６に戻
ることによって繰り返される。
【００８８】
[0130]　示したプロセスループを実行する毎に、色素の１つの濃度が上昇し、現行シミュ
レートフィルタに非線形変換を引き起こす。各反復で濃度が単調に上昇するにつれて、フ
ィルタの明度は反復ごとに小さくなり、プロセスは、フィルタが所望の目標明度に達した
とき最終的に終了する。各反復において、色素濃度の変化量は、小さな離散ステップに達
し、それは、ｎを配合式のために使用可能な色素のセットから与えられる色素光学濃度ス
ペクトル１０２の数とすると、ｎ次元の空間内で時間につれて連続線に近似する。結果と
して生じるフィルタの最適性は、この線に沿った各工程の最適性の結果である。各々のサ
ブプロセス１０６及び１０７で最適な工程を選択する方法は、以下でさらに詳しく説明さ
れる。
【００８９】
[0131]　図１のサブプロセス１０６及び１０７は、両方とも、色素配合式への可能な改善
を考慮し、可能な改善をシミュレートするための共通のアルゴリズム構造を使用し、次い
で改善された候補フィルタの有効性を測定し、次いで候補オプションから利用可能な最良
の改善を選ぶ。この一般的なプロセスの説明を図２に描く。サブプロセス１０６及び１０
７は、異なるタイプの改善を考慮したこの一般的なプロセスの２つの変形例に対応する。
異なるタイプの改善に対する有効性の計算が、以下で図３及び図４の説明と一緒に説明さ
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れる。
【００９０】
[0132]　次に図２を参照すると、一組の候補改善が与えられた色素配合式に対する最適な
改善を選択する方法が、プロセスフロー図として描かれる。本明細書では、プロセスは、
現行セットの色素濃度２０１、配合式で利用可能な一組の色素の光学濃度スペクトル２０
２、及び色素配合式による濃度に対応する成分色素の混合物に対応する現行シミュレート
フィルタ２０４、現行フィルタの透過率スペクトル２０６、及び一組の各色素に対応する
色素増分から成る色素濃度増分２０３から初期化される。色素濃度の増分は、例えば総濃
度を約０．００１単位上昇させることによって、対応する色素濃度が上昇する少量である
。少ない色素増分値は、経時的に考えると、各色素濃度の連続的変化に近似する。増分の
大きさは、連続性が良い近似を生成するために適切に選択する必要があり、さもなければ
、アルゴリズムが最適ではない解をもたらすことがある。各色素濃度増分について、対応
する色素の濃度が増分に応じて上昇した、現行色素配合式に対応するフィルタがシミュレ
ートされ２０５、結果として候補フィルタの透過率スペクトルが収集される２０７。色素
増分に対応する各候補フィルタについて、候補フィルタと現行フィルタ２０６との間の比
較を含む、色素増分に関する改善有効性が計算される２０９。次いで、色素増分有効性ス
コアが収集され２１０、次いで、最良の性能を有する色素増分を選ぶように選別されて２
１１、その結果更新されかつ最適に改善されたフィルタ２１２と、改善フィルタ２１３に
対応する色素濃度２１３と、最適値２１４として選ばれた色素増分に対応する有効性スコ
アとが得られる。次いで、新しい色素濃度は、図１と一緒に上述した囲みルーチンに戻る
。さらに、有効性スコア２１４は、各工程で監視され、囲まれた反復設計方法を実行する
ときに達成された改善の量に関する洞察を得ることができる。
【００９１】
[0133]　比色分析性能測定規準に関して、現行フィルタ３０１と比較した候補改善フィル
タ３０２の計算が図３に描かれる。計算は、現行フィルタ３０３及び候補フィルタ３０４
の両方の比色分析性能を評価し、現行フィルタ３０５及び候補フィルタ３０６の視感透過
率を計算することによって初期化される。次いで、両方の量の変化量が計算され、現行フ
ィルタと候補フィルタとの間の比色分析性能の変化量３０７と、現行フィルタと候補フィ
ルタとの間の明度の減少量３０８とが得られる。候補フィルタは、常に現行フィルタより
も視感透過率が低いが、比色分析性能は、候補フィルタの配合式でどの色素濃度が増分さ
れたかに応じて、より大きく又はより小さくできる。２つの差異は、次いで、比３０９と
して比較されて視感透過率の変化毎に比色分析性能の変化率を与え、比色分析性能に関し
て対応する色素増分３１０の改善有効性の測定基準として理解することができる。
【００９２】
[0134]　上記計算において、現行色素配合式及び対応するフィルタ、並びに配合式のため
に利用可能な一組の色素が与えられれば、比色分析性能を改善するのに最も効果的な色素
の濃度を上昇させることが望ましいが、有益には、配合式に「付加する」ことができる色
素の総量は、フィルタの目標明度によって制限されると理解される。従って、比色分析性
能を最大に向上させる色素は、それがフィルタ明度をどの程度低下させるかの観点で費用
が高い場合には、濃度を上昇させる上で最適な色素ではない可能性がある。利用可能な明
度を、色素濃度を上昇させることによって生じる、浪費する資源／負担する費用であると
考えれば、向上させる最適な色素は、明度と比色分析性能との間の最良の費用対利益比を
与える色素である。上述した図３の計算は、その費用対利益比の計算として理解すること
ができる。
【００９３】
[0135]　 色素濃度式から最適なフィルタを設計する方法の他の変形例では、各色素毎に
色素増分の大きさを変えることができ、その結果各工程において、明度の変化は、全ての
フィルタ候補について一定に保たれる。
【００９４】
[0136]　色覚に所望の様式で影響を及ぼすための適切な比色分析性能測定基準の選択が、
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以下で、それに応じて設計されたフィルタの実施例と一緒にさらに詳しく説明される。
【００９５】
[0137]　色素配合式に対する候補改善の評価に関する別の計算が図４に示され、ここで目
的は、現行フィルタにおける、目標白色点制約への追従の回復に関する改善効果を決定す
ることである。この計算では、現行フィルタの透過率スペクトルが評価されて４０１、目
標白色点までのその距離４０５及びその視感透過率４０７が決定される。候補改善フィル
タ４０２は、４０６及び４０８にて同じ物に従って評価される。目標白色点までの距離は
、前述した色度座標、又は色度空間内の領域とすることができる目標白色点４０４に関し
て、及び同様に前述した基準光源４０３に関して定義される。次いで、目標白色点距離及
び明度値は、それぞれ４０９及び４１０にて差分演算で比較され、４１１にて比率計算に
入力されて、白色点制約基準に関する候補フィルタの改善の全体測定基準が決定される。
【００９６】
[0138]　丁度説明した計算の基礎特性は、図３のそれと同様であり、目的は、候補フィル
タに対応する色素増分の費用対利益比を決定することである。しかしながら、図４に示す
計算では、有効性が最大である色素は、フィルタの明度の減少が最小限でありながら、目
標の白色点距離を減少させる色素である。換言すれば、フィルタを不必要に暗くすること
なく、白色点への追従を回復することが望ましい。
【００９７】
[0139]　上記計算の別の変形例では、４０７及び４０８における明度計算は、図３の３０
３及び３０４における比色分析性能測定基準で置き換える。この変形例では、最大の有効
性を有するフィルタ候補は、比色分析性能の低下を最小にしながら、白色点追従を回復す
るフィルタ候補である。
【００９８】
[0140]　図１に描いた反復方法は、以下で、図２、図３及び図４によって定めたサブプロ
セスの詳細と一緒に、方法の詳しい説明として理解することができ、色覚に所望の様式で
影響を及ぼすことを意図するフィルタは、その方法によって、一組の利用可能な色素から
の色素濃度の配合式として設計することができる。
【００９９】
[0141]　反復方法の１つの変形例では、反復は実質的に上述したように進行し、各工程に
おいて、プロセスは、目標白色点制約追従又は所望の比色分析性能の何れかの改善を考慮
する。色素の増分値を十分に小さくするには、この方法が適切かもしれないが、場合によ
っては、反復プロセスの高次バージョンが好ましい場合もある。このような変形例では、
プロセスの反復が帰納的に計算されて、異なる色素増分選択によるいくつかの工程の後に
フィルタ候補の最適性をシミュレートし、次に、このより大きなセットの候補を考慮して
最適な選択に対応する色素増分を選択する。可能な帰納的計算の深さは、利用可能な計算
資源（例えば、プロセッサ時間及びメモリ）によって制限される。別の変形例では、２つ
以上の色素成分の変化を誘発する色素増分を考慮することができ、すなわち「工程方向」
は、ｎ次元解法空間の１つの軸のみにおける動きに限定されない。
【０１００】
[0142]　所定の用途に好ましいフィルタをもたらすように構成されたプロセスの追加の変
形例が、以下で、追加の図と一緒に詳しく説明される。
【０１０１】
[0143]　色覚に有用な様式で影響を及ぼすフィルタは、光学系に組み込まれると、系を通
過する光のパワースペクトルを変更する分光透過率を与える。このようなフィルタは、適
切な製造手段が与えられれば、眼鏡類又はコンタクトレンズに組み込んで、例えば眼によ
って受け取った画像を変換することができる。このようなフィルタはまた、光源組立体に
組み込んで、光を作業領域を照らすために使用するように変換できる。
【０１０２】
[0144]　人間の色覚の性質は、目の中の光受容体の分光感度に基づいており、その各々は
、可視スペクトル内の特定のサブバンドの光に幅広く応答する。光受容体色素の規格化さ
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れた吸収率が図５のグラフに示され、Ｓ錐体吸収率５０１は約４４０ナノメータにピーク
吸収率を有し、Ｍ錐体吸収率５０３は約５４０ナノメートルにピーク吸収率を有し、Ｌ錐
体吸収率５０４は約５６５ナノメートルにピーク吸収率を有し、桿体細胞吸収率５０２は
約５１０ナノメートルにピーク吸収率を有する。人間における色の知覚は、隣接する三種
類の、網膜の表面上の六百万～七百万の光受容体細胞の寄せ集めで一緒に詰めた、光受容
体の相対的な刺激を比較することによって形成される。
【０１０３】
[0145]　可能な全ての可視パワースペクトルの空間は、知覚される色及び明度の三次元空
間上に投影される無限次元のベクトル空間である。投影は、ヒルベルト空間の数学的概念
として説明される。通常の色覚を有する人間は、約百万個の独特の色合いを区別すること
ができる。同じ色の感覚を誘発する異なるスペクトル刺激は、異性体と呼ばれる。３つの
異なる錐体クラスに基づく視覚は、三色の色覚と呼ばれる。見かけの色の三次元空間は、
本質的に直交する知覚である３つのチャネル、すなわち明度又は輝度のチャネル（白から
黒にまたがる）と、青色－黄色のチャネル（色知覚をそれらの青さによって黄色へ配列す
る）及び赤色－緑色チャンネル（色知覚を赤みによって緑色へ配列する）備える２つの色
度チャネルとに分解することができる。青色－黄色チャネルは、Ｓ錐体刺激対と、組み合
わせたＭ錐体刺激及びＬ錐体刺激との比較に対応する。赤色－緑色チャネルは、Ｍ錐体刺
激とＬ錐体刺激との比較に対応する。錐体細胞刺激からの視覚は、明順応視覚と呼ばれ、
桿体細胞刺激からの視覚は、暗順応視覚である。桿体細胞光受容体は、明るい光によって
覆われ（脱色し）、従って単色の視覚機構である暗順応は、夜間及び／又は非常に低い光
条件下でのみ活発である。夜間に車を運転するなどの活動は、車のヘッドライト及び信号
機の明るさため、実際に錐体は明順応を使用して行う。
【０１０４】
[0146]　図５の光受光体吸収率のグラフから、吸収率曲線の間、特にＭ錐体とＬ円錐との
間に実質的な重複があることが分かる。さらに、人間集団には、Ｍ錐体及びＬ錐体のスペ
クトル位置を個体間で変化させる遺伝的変異がある。Ｍ錐体吸収率とＬ錐体吸収率との間
の重複が増加した人は、赤色－緑色の色覚異常と呼ばれるが、この状態は色覚欠失（ＣＶ
Ｄ）と呼ぶ方が技術的に正しい。ＣＶＤは、タイプに応じて（Ｍ錐体（緑色弱）又はＬ錐
体（第１の色弱）の異常の何れかの）、又は程度に応じて（軽度、並み、重度又は全体で
あり得るに対応する）に分類される。重複が全体よりも少ないＣＶＤの場合、三色性視覚
は、かなり機能を損なっているかも知れないが、依然として機能する。軽度の損傷では、
知覚可能な色の数は、１０万（通常の１０％）まで低下することがあるが、健康な個人で
は、それは１万（通常の１％）と可能な限り低くなり得る。本明細書中に開示されたフィ
ルタは、一般に、正常な三色性視覚を含む三色性視覚の増強と、異常な三色性視覚の大部
分の増強とに有用であることが分かっている。これらのフィルタが色覚をどのように修正
するかの基本的なメカニズムは、それらは、光色素吸収率曲線間にかなりの重複量がある
場所に対応する、波長の光を選択的に見えなくすることである。赤色－緑色色覚異常に加
えて、他のタイプの異常な三色性視覚は、第３の色覚異常（Ｓ錐体機能が欠失した状態）
、色感受性の一般的な喪失（色素性網膜炎及び緑内障などの低視覚合併症でしばしば経験
される状態）、及び不完全な色素沈着症（錐体細胞の重大な機能不全又はほぼ完全な欠乏
に関連するが、機能する桿体細胞を有する状態、「昼盲」とも呼ばれる）を含む。
【０１０５】
[0147]　赤色－緑色色覚異常を助けるフィルタ、特に高い視感透過率も有するフィルタを
設計する目的のために、本明細書では計算が容易な比色分析性能測定規準が提供される。
測定規準は、本明細書では赤色－緑色分離係数と呼ばれ、本開示ではΨRGとも示される。
フィルタの透過率スペクトルτ(λ)が与えられると、赤色－緑色分離係数の計算は、下式
に従って与えられる。
　　　　　ΨRG = ((τν × ((((τG + τR) / 2) / τY) - 1)) / (1 - τν) + 1)
上式中、τνはフィルタの視感透過率、τGは５００ナノメートルから５５０ナノメート
ルの間におけるフィルタの平均分光透過率、τYは５５５ナノメートルから６００ナノメ
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ートルの間におけるフィルタの平均分光透過率、τRは６００ナノメートルから６５０ナ
ノメートルの間における一組の平均フィルタの分光透過率である。フィルタの目標明度が
約４０％よりも大きいとき、比色分析性能測定規準としての赤色－緑色分離係数を、開示
された反復フィルタ設計方法とともに使用するのが好ましいことが、本発明者によって見
出された。４０％よりも小さい目標明度については、（米国特許出願第１４／０１４，９
９１号に記載された）一組の基準色の全色度領域のような他の比色分析性能測定規準がこ
とが好ましいしい場合がある。
【０１０６】
[0148]　図６に示した色度図は複数の領域を含み、領域には、それらの単純化した色名に
従って英数字コードを使用して名前を付ける。高い赤色－緑色分離係数を有するフィルタ
には、赤色（Ｒ）と緑色（Ｇ）との間にあると考えられるスペクトル色に対応する光の波
長にわたって透過率の阻止帯域又は一般的阻害の特徴がある。スペクトル色は、単色光の
見かけの知覚色であり、色度図のスペクトル軌跡上に位置する色度座標に対応する。単色
光は、波長が約５８０ナノメートルでは黄色（Ｙ）とみなされ、波長が５５５から５８０
ナノメートルの間では、緑色を帯びた黄色（ｙＧ）、黄色を帯びた緑色（ｙＧ）、又は黄
緑色（ＹＧ）とみなされ、波長が５９０から６１０ナノメートルの間では、黄色を帯びた
橙色（ｙＯ）、橙色（Ｏ）、赤色を帯びた橙色（ｒＯ）であるとみなされる。これらの領
域は、一緒にすると、ほぼ赤と緑との間の中間色に広がり、これらの波長の透過を抑制す
るフィルタは、人工及び自然の環境で一般的に観察される、赤色及び緑色の見かけの飽和
度を増幅する傾向がある。波長が５５５ナノメートルである単色光の色の色度軌跡上の位
置が６０１で示され、波長が６００ナノメートルである単色光の色の色度軌跡上の位置が
６０２に示される。標準発光体Ｄ６５に対応する色度図上の点を６０３に示す。６０３と
６０１とを結ぶ直線及び６０３と６０２とを結ぶ直線は、これらの単色性色覚の色座標か
ら特定白色点までの距離を定める。
【０１０７】
[0149]　図７のプロットは、波長毎に、色度軌跡から特定白色点までの距離のグラフ７０
１を示す。このグラフでは、７０３及び７０４に２つの最小値が記録され、それぞれ黄緑
色及び黄色とみなされる単色光に対応する。全ての単色光のうち、黄緑色及び黄色は白に
「最も類似する」と考えられ、従って距離が色の知覚差に比例するか又はほぼ比例する任
意の色空間において、白への距離が最小であることが予期される。このプロット上で、７
０２の領域は、前述したように、約５５５ナノメートルから約６００ナノメートルの間に
おける光のサブバンドを示す。
【０１０８】
[0150]　１セットの発光体Ｄ標準色素の光学濃度スペクトルが図８にプロットされる。本
明細書において「標準色素」という用語は、吸収性眼科用レンズ（例えば、サングラスレ
ンズ及び他の着色レンズ）で一般的に使用される色素化合物を指し、本開示の目的のため
に、半値全幅（ＦＷＨＭ）が約４０ナノメートルよりも大きく、この特性を全て満たす図
８の色素光学濃度スペクトルによって例示されるようなあらゆる色素として技術的に定義
される。本開示では、光学濃度スペクトルのデータは、ピーク吸収率の波長で１．０の最
大値に規格化される。規格化された光学濃度から物理的濃度の単位（例えば、ミリメート
ル当たりの百万分の一）への変換は、均等目盛係数にデータを乗算することよって容易に
実行できる。このような変換は、単純な実験によって得られ、又は多くの場合製造業者の
色素データシートから直接得られる、色素強度に依存する。
【０１０９】
[0151]　本明細書に記載された標準的な色素は、化学顔料（アントラキノン、ペリノン、
ジアゾ、モノアゾ、ローダミン及びその他を含むが、これらに限定されない）に基づく。
色素は、イリノイ州シカゴのＫｅｙｓｔｏｎｅ　Ａｎｉｌｉｎｅ社からＫｅｙｐｌａｓｔ
（登録商標）ブランドで市販されており、キャスティング（例えばキャストアクリル）、
射出成形（たとえば、ポリカーボネートを使用する）又はコーティング（例えば、スピン
オン又は浸漬プロセスよって塗布されたポリウレタン又はアクリルコーティング）を含む



(24) JP 2018-509661 A 2018.4.5

10

20

30

40

50

様々な方法で、光学フィルタ及び眼科用レンズに組み込むことができる。色素顔料を眼科
用レンズに組込み可能な別のプロセスは、流体及び顔料の加熱溶液槽にレンズを浸漬する
ことを含み、色素顔料分子は、拡散によって染色可能なハードコートの多孔質表面に埋め
込まれる。プロセスは、時々眼科用処理研究室で使用され、少量生産の注文染色されたレ
ンズ製品を製造する。得られた色合いは、本明細書に記載した標準色素と実質的に同様の
透過率スペクトルをもたらし、他の製造業者に加えて、カリフォルニア州、サンディエゴ
のＰｈａｎｔｏｍ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ試験所からＯｐｔｉ－Ｓａｆｅ(登録商標)ブランド
で市販される。標準的な色素の商業的供給業者はまた、標準的な色素の予め混合された化
合物（混合物）を提供する共通の色を形成する。例えば、カラーブラックには、理想的な
中間濃度フィルタに近似するために、いくつかの標準的な色素の混合が必要である。
【０１１０】
[0152]　本開示では、標準色素は光発色性色素も含み、それらは、広範囲の色でも利用可
能であり、かつ類似の広帯域スペクトル透過率特性を有することも理解される（例えば、
Ｖｉｖｉｍｅｄ　Ｌａｂｓ社によって製造され、Ｋｅｙｓｔｏｎｅ　Ａｎｉｌｉｎｅ社に
よって流通されるＲｅｖｅｒｓａｃｏｌ（登録商標）ブランドの光発色性色素）。光発色
性色素の挙動は、周囲のＵＶ放射の量に応じて時間的に変化するが、そのような変化は、
２つの状態、即ち光発色性色素が活性化されない第１の状態（即ち弱光状態）と、平均昼
光（即ち露光状態）に従って光発色性色素が活性化される第２の状態とで、フィルタ特性
を分析することによって合理的に近似することができ、光発色性色素を含むレンズの露光
状態及び弱光状態を測定する方法は、ＡＮＳＩ　Ｚ８０．３－２０１０セクション５．７
によって与えられる。
【０１１１】
[0153]　再び図８を参照すると、光学濃度スペクトル８０１は、本開示ではＳＤ４１５Ｙ
と呼ぶ青色吸収性色素に対応する。光学濃度スペクトル８０２は、本開示ではＳＤ４３５
Ｙと呼ぶ青色吸収性色素に対応し、ブランド商品Ｋｅｙｐｌａｓｔ（登録商標）イエロー
ＹＣで市販される。光学濃度スペクトル８０３は、本開示ではＳＤ５１０Ｒと呼ぶ青緑色
吸収性色素に対応し、ブランド商品Ｋｅｙｐｌａｓｔ（登録商標）　Ｏｒａｎｇｅ　ＬＦ
Ｐとして市販される。光学濃度スペクトル８０４は、本開示ではＳＤ５６５Ｐと呼ぶ黄緑
色の吸収性色素に対応する。光学濃度スペクトル８０５は、本開示ではＳＤ６００Ｖと呼
ぶ黄色吸収性色素のそれに対応する。光学濃度スペクトル８０６は、本開示ではＳＤ６７
５Ｂと呼ぶ赤吸収性色素の光学濃度スペクトルに対応する。特定の色（例えば、黄色）を
吸収する色素は、光学系に加えると、白色点を反対の有彩色に向かって（例えば、青色に
向かって）にシフトさせる。上述した色素の規格化された光学濃度は、４００ナノメート
ルから７００ナノメートルの間において５ナノメートルの間隔で図２６に一覧表にされる
。波長は、見出し「ｎｍ」の下の行に現れ、色素光学濃度スペクトルは、上方に列挙され
た見出しの下方に現れる（例えば、ＳＤ４１５Ｙなど）。
【０１１２】
[0154]　赤色－緑色分離係数（ΨRG）を上昇させる標準色素の組合せに基づくフィルタの
実施例が、以下で、図９及び図１０と一緒に説明される。これらの実施例はまた、約４０
％よりも大きい目標明度（τν)と組み合わせた、ΨRGに加わる達成可能な制限を実証す
るために選択される。
【０１１３】
[0155]　一連のフィルタ（まとめてＤＣＢシリーズと呼ぶ）の透過率スペクトルが図９に
プロットされる。グラフの９０１は、視感透過率が約４０％のフィルタに対応し、本開示
ではＤＣＢ４０と呼ぶ。先述した標準色素のセット及び図２６の表に示すそれらの光学濃
度を参照すると、ＤＣＢ４０の色素配合式は、以下で表現できる。
ＤＣＢ４０＝０．２５２×ＳＤ５６５Ｐ＋０．５９９×ＳＤ６００Ｖ
上式中、数字０．２５２及び０．５９９は色素濃度に対応し、ＳＤ５６５Ｐ及びＳＤ６０
０Ｖは、この化学式に含まれる規格化された光学濃度スペクトル（図２６に一覧表にされ
る）に対応し、コードＤＣＢ４０の単位は光学濃度であり、所定の色素混合物からなるフ
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ィルタを備える光学系の透過率は、以下で与えられる。
　　　　　　　　　　　　　τDCB40＝１０(-1.0×DCB40)

【０１１４】
[0156]　図９に戻って、グラフの９０２は、視感透過率が約５５％であるフィルタに対応
し、本開示ではＤＣＢ５５と呼ばれ、色素配合式を以下に示す。
　　　　 ＤＣＢ５５＝０．１６８×ＳＤ５６５Ｐ＋０．３９９×ＳＤ６００Ｖ
グラフの９０３は、視感透過率が約７０％であるフィルタに対応し、本開示ではＤＣＢ７
０と呼ばれ、色素配合式を以下に示す。
　　　　　ＤＣＢ７０＝０．０８３９×ＳＤ５６５Ｐ＋０．２×ＳＤ６００Ｖ
【０１１５】
[0157]　ＤＣＢシリーズのフィルタは、青色とされ（すなわち、フィルタを通過する白色
光に青色の色合いを与える）、赤色－緑色分離係数が０．７から０．８の間である。これ
らのようなフィルタは、一般に、審美的目的で眼科用レンズを着色するために使用できる
が、赤色及び緑色の強調に関する比色分析性能は重要ではない。ＤＣＢシリーズのフィル
タの透過率スペクトルは、図２７の表で５ナノメートル（ｎｍ）の段に与える。
【０１１６】
[0158]　図１０には、ＤＣＰシリーズと総称される別の一連のフィルタの透過率スペクト
ルがプロットされる。これらのフィルタは、桃色を帯びた白色点を有する（すなわち、フ
ィルタを通過する白色光に桃色、赤色又は紫色を帯びた色を与える）。これらのフィルタ
は、赤色－緑色分離係数が０．６から０．７の間である。本明細書に描いたのと同様の透
過率曲線を持つフィルタは、色覚欠失のための視覚補助具として市販することができる。
このようなフィルタの桃色を帯びた色は、消失板式色覚異常スクリーニング試験（例えば
、石原板試験、ＨＲＲ板試験など）のデザインでは、擬似等色性要件を崩壊させる傾向が
あるが、実際の用途では、それらは、多くの場合、暗すぎる及び／又は十分に効果的でな
いことが判明した。
【０１１７】
[0159]　再び図１０を参照すると、グラフの１００１は、視感透過率が約４０％のフィル
タの透過率スペクトルに対応し、本開示ではＤＣＰ４０と呼ばれ、色素配合式を以下に示
す。
　　　　　　　　　　　ＤＣＰ４０＝１．０７×ＳＤ５６５Ｐ
グラフの１００２は、視感透過率が約５５％のフィルタの透過率スペクトルに対応し、本
開示ではＤＣＰ５５と呼ばれ、色素配合式を以下に示す。
　　　　　　　　　　　ＤＣＰ５５＝０．７１３×ＳＤ５６５Ｐ
グラフの１００３は、視感透過率が約５５％のフィルタの透過率スペクトルに対応し、本
開示ではＤＣＰ７０と呼ばれ、色素配合式を以下に示す。
　　　　　　　　　　　ＤＣＰ７０＝０．３５７×ＳＤ５６５Ｐ
【０１１８】
[0160]　ＤＣＰシリーズのフィルタの透過率スペクトルは、図２８の表で５ナノメートル
（ｎｍ）の段に一覧表になっている。
【０１１９】
[0161]　以上で提示したＤＣＢ及びＤＣＰシリーズフィルタの低い性能（１．０よりも小
さい赤色－緑色分離係数に注目することによって定量化可能である）は、それらの成分色
素の結果であり、スペクトル吸収曲線が比較的広い標準色素である。赤色－緑色分解を増
強するために好ましく、ある種の形態の赤色－緑色覚異常者を潜在的に補助するフィルタ
は、赤色－緑色分離係数が１．０よりも大きい、より好ましくは１．２５よりも大きい、
より好ましくは１．５よりも大きい必要がある。標準色素の広帯域吸収率は、スペクトル
選択性が悪いフィルタにつながる。フィルタに好ましい赤色－緑色分離係数を与えるため
には、非標準的な光学材料を使用する必要がある。
【０１２０】
[0162]　非標準的な吸収性光学材料の一例は、所定の希土類酸化物、特に、特性吸収帯が
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約５７０ナノメートルから約５９０ナノメートルの間である酸化ネオジムである。酸化ネ
オジムを含む市販のガラスは、ＡＣＥ　Ｂｌａｕと呼ばれ、Ｂａｒｂｅｒｉｎｉ　ＳｐＡ
によって販売される。本明細書の赤色－緑色分離係数性能測定規準に関する特性をより良
く理解するために、幅広い範囲の光路長におけるＡＣＥ　Ｂｌａｕ材料の性能を分析する
。次に図１１を参照すると、グラフの１１０１は、ＡＣＥ　Ｂｌａｕガラスの１．８ミリ
メートルの厚さに対応する。対応するフィルタは、本明細書ではＡＣＥ４０と呼ぶ。ＡＣ
Ｅ４０では、赤色－緑色分離係数が約０．６４でかつ視感透過率が約４０％である。グラ
フの１１０２は、ＡＣＥ　Ｂｌａｕガラスの１．２ミリメートルの厚さに対応する。対応
するフィルタは、本明細書ではＡＣＥ５５と呼ばれ、約５５％の視感透過率及び０．７５
の赤色－緑色分離係数をもたらす。グラフの１１０３は、ＡＣＥ　Ｂｌａｕガラスの厚さ
０．６ミリメートルに対応する。対応するフィルタは本明細書ではＡＣＥ７０と呼ばれ、
約７０％の視感透過率及び０．８４の赤色－緑色分離係数をもたらす。ＡＣＥシリーズの
フィルタは青灰色を有し、すなわち、白色点は、青色に向かう傾向があるが、上述したＤ
ＣＢフィルタ群よりも強く着色されない。これらのフィルタの着色は、（その飽和度が低
いので）先述したＤＣＢ及びＤＣＰシリーズの着色よりも好ましいが、ＡＣＥシリーズは
、色覚欠失に対する光学補助具として販売されるほど色覚に対して十分強い効果を有する
とは考えられない。ネオジム酸化物ベースのフィルタに根本的な問題は、約５２０ナノメ
ートルの吸収帯の存在であり、それは特に緑色の品質を低下させる。
【０１２１】
[0163]　ＡＣＥシリーズのフィルタの透過率スペクトルは、図２９の表の５ナノメートル
（ｎｍ）段で提示される。
【０１２２】
[0164]　非標準光学材料の別の実施例は狭帯域色素である。本明細書では、狭帯域色素は
、最大吸収波長付近でのＦＷＨＭが４０ナノメートル以下である光学濃度スペクトルを有
する色素であると定義する。狭帯域色素は、専売の有機化学配合物に基づく。狭帯域色素
は、オハイオ州、デイトンのエクシトン社、及びニューヨーク州ビンハンプトンのクリス
タリン社を含む販売元から市販される。
【０１２３】
[0165]　図１２に示すプロットは、両方とも黄色光を吸収する２つの色素の規格化された
光学濃度スペクトルを示し、その一方は標準色素であり、他方は狭帯域色素である。この
プロットには、標準色素と狭帯域色素との間にかなりの差がある。グラフの１２０１は、
先述した色素ＳＤ６００Ｖの光学濃度に対応する。色素ＳＤ６００ＶのＦＷＨＭは、約８
５ナノメートルである。グラフの１２０２は、本開示でＮＢＤ５９５と呼ぶ狭帯域色素の
光学濃度に対応する。色素ＮＢＤ５９５のＦＷＨＭは、約２０ナノメートルであり、標準
色素のそれよりもかなり小さい。
【０１２４】
[0166]　狭帯域色素の集合の規格化された光学濃度スペクトルが図１３にプロットされる
。これらの選択された色素は、商業的に入手可能な色素のほんの一部を表すに過ぎないが
、これらは、色覚に所望の様式で影響を及ぼすためのフィルタの配合式に最も有用である
ことが判明した色素から選択される。他の候補色素（例えば、約５６５ナノメートルで吸
収率がピークになる色素）が、起草者によって本明細書に記載の反復法を使用して試験さ
れ、有用であるとは認められず、すなわち、最適な配合式は、常に、望ましくない色素の
濃度がゼロであることに帰する。グラフの１３０１は、本明細書でＮＢＤ４０５と呼ぶ狭
帯域色素の光学濃度スペクトルに対応し、Ｅｘｃｉｔｏｎ　ＡＢＳ５１０の商品名で市販
される。グラフの１３０２は、本明細書でＮＢＤ４２５と呼ぶ狭帯域色素の光学濃度スペ
クトルに対応し、Ｅｘｃｉｔｏｎ　ＡＢＳ５２７の名称で市販される。グラフの１３０３
は、本明細書でＮＢＤ４７５と呼ぶ狭帯域色素の光学濃度スペクトルに対応し、Ｅｘｃｉ
ｔｏｎ　ＡＢＳ４７３の名称で市販される。グラフの１３０４は、本明細書でＮＢＤ４９
０と呼ぶ狭帯域色素の光学濃度スペクトルに対応し、Ｅｘｃｉｔｏｎ　Ｐ４９１の名称で
市販される。グラフの１３０５は、本明細書でＮＢＤ５７５と呼ぶ狭帯域色素の光学濃度
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スペクトルに対応し、Ｅｘｃｉｔｏｎ　ＡＢＳ５７５の名称で市販される。グラフの１３
０６は、本明細書でＮＢＤ５９５と呼ぶ狭帯域色素の光学濃度スペクトルに対応し、Ｅｘ
ｃｉｔｏｎ　ＡＢＳ５９５の名称で市販される。グラフの１３０７は、本明細書でＮＢＤ
６７０と呼ぶ狭帯域色素の光学濃度スペクトルに対応し、Ｅｘｃｉｔｏｎ　ＡＢＳ６６８
の名称で市販される。上記市販色素のための置換色素は、Ｃｒｙｓｔａ－Ｌｙｎ製品カタ
ログに見出すことができ、そのような置換は、本開示によって理解される。
【０１２５】
[0167]　上述した狭帯域色素の規格化された光学濃度スペクトルは、図３０の表で５ナノ
メートル（ｎｍ）の段に提示される。
【０１２６】
[0168]　高明度（すなわち、視感透過率が４０％よりも大きい）と組み合わせて、高い赤
色－緑色分離係数（すなわち、１．０よりも大きい）をもたらすフィルタの実施形態が、
図１４及び図１５とともに以後に説明される。これらの実施例は、単一の狭帯域色素成分
のみを含むフィルタであり、それらは、単に、所望の視感透過率が達成されるまで単一色
素濃度を変更する、普通のデザインプロセスによって容易に設計される。
【０１２７】
[0169]　図１４は、色素成分ＮＢＤ５９５のみを含む一連のフィルタ用の透過率スペクト
ルを示す。これらのフィルタは、本明細書ではＤＭＢシリーズと呼ぶ。グラフの１４０１
は、視感透過率が４０％でかつ赤色－緑色分離係数が２．５である、ＤＭＢ４０と呼ぶフ
ィルタに対応する。ＤＭＢ４０の配合式を以下に示す。
　　　　　　　　　ＤＭＢ４０＝４．３１×ＮＢＤ５９５
グラフの１４０２は、視感透過率が約５５％でかつ赤色－緑色分離係数が１．９７である
、ＤＭＢ５５と呼ぶフィルタに対応する。ＤＭＢ５５の配合式を以下に示す。
　　　　　　　　　ＤＭＢ５５＝２．１５×ＮＢＤ５９５
グラフの１４０３は、視感透過率が約７０％でかつ赤色－緑色分離係数が１．８２である
、ＤＭＢ７０と呼ぶフィルタに対応する。ＤＭＢ７０の配合式を以下に示す。
　　　　　　　　　ＤＭＢ５５＝１．０８×ＮＢＤ５９５
【０１２８】
[0170]　ＤＭＢシリーズのフィルタの透過率スペクトルが、図３１の表で５ナノメートル
（ｎｍ）の段に提示される。
【０１２９】
[0171]　ＤＭＢシリーズのフィルタは、１．８から２．５の間の赤色－緑色分離を大量に
生成する。より暗い実施形態（ＤＭＢ４０及びＤＭＢ５５）は、眼科用レンズとして一般
的な屋内用途には暗すぎる可能性がある。このようなフィルタの低分光透過率はまた、眼
鏡類の一般的な使用に危険をもたらす可能性があり、すなわちスペクトルの何れかの点に
おいて、透過率が視感透過率（τν）の約５％又は１／１０のより小さい方を下回って低
下すると、結果として得られるフィルタにより、所定の人工光源の外観が、一般的な安全
性を確保するには暗過ぎることになる。たとえば、黄色のＬＥＤライトは、交通信号など
の警告表示灯としてよく使用される。眼科用レンズのフィルタ作用のせいで、そのような
光を見損ねることは安全上の懸念事項である。このシリーズの最も明るい実施形態（ＤＭ
Ｂ７０）は、全体明度をわずかに低下させ（視感透過率が７０％）、説明したような、最
小分光透過率の必要性に適合する好ましい透過率スペクトルを有する。この特定の実施形
態は、起草者によって眼鏡類で試験され、広範囲の一般的な屋内、微光及び夜間の用途に
適切であることが見出されたが、同時に、赤色－緑色知覚にかなりの改善ももたらす。Ｄ
ＭＢシリーズの追加的な好ましい特性は、それらは暗順応透過率に最小効果しかなく又は
効果がなく、換言すれば、暗視能力（桿体細胞によって仲介される）は、このようなフィ
ルタを備えるレンズの装着によって影響されないことである。ＤＭＢシリーズのあまり好
ましくない特性はそれらの色であり、色は、フィルタを通して直接見ると青色とみなされ
るが、レンズの後ろに置いた反射物のために光路長が２倍になると、青紫色に変化する。
特に、眼鏡類に組み入れ、顔に着用すると、肌の見かけの色は、紫色又は薄紫色を帯び、
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それは気がかりかつ不自然に見える。眼鏡類に使用するのに適したフィルタは、顔に装着
すると、青色、桃色、赤色、黄色、茶色又は灰色の色観を持つ必要がある。従って、ＤＭ
Ｂ７０のようなフィルタの実施形態は、コンタクトレンズ又はスポッティング望遠鏡組立
体のような、外部の観察者に着色が見えない眼用システムに組み込むフィルタを考慮する
と、好ましい選択であり得る。
【０１３０】
[0172]　別の一連のフィルタの透過率スペクトルが示され、フィルタは、図１５に示すよ
うに単一の狭帯域色素成分のみから成る。グラフの１５０１は、視感透過率が４０％でか
つ赤色－緑色分離係数が２．２８である、ＤＭＰ４０と呼ぶフィルタに対応する。ＤＭＰ
４０の配合式を以下に示す。
　　　　　　　　　　　　ＤＭＰ４０＝３．５８×ＮＢＤ５７５
グラフの１５０２は、視感透過率が約５５％でかつ赤色－緑色分離係数が２．１５である
、ＤＭＰ５５と呼ぶフィルタに対応する。ＤＭＰ５５の配合式を以下に示す。
　　　　　　　　　　　　ＤＭＰ５５＝１．８３×ＮＢＤ５７５
グラフの１５０３は、視感透過率が約７０％でかつ赤色－緑色分離係数が１．９８である
、ＤＭＢ７０と呼ぶフィルタに対応する。ＤＭＰ７０の配合式を以下に示す。
　　　　　　　　　　　　ＤＭＰ７０＝０．８７５×ＮＢＤ５７５
【０１３１】
[0173]　ＤＭＰシリーズのフィルタの透過率スペクトルが、図３２の表で５ナノメートル
（ｎｍ）の段に提示される。
【０１３２】
[0174]　ＤＭＰシリーズは、通常桃色と説明される色観である。顔に眼鏡類で、特に暗い
ＤＭＰ４０及びＤＭＰ５５の装着のために着用したとき、色観が異常に強くなり、審美的
に満足できないことが分かる。
【０１３３】
[0175]　ＤＭＰ７０フィルタ及びＤＭＢ７０フィルタは、コンタクトレンズで使用するこ
とが好ましいが、コンタクトレンズの使用には高い視感透過率（例えば、少なくとも７０
％）が必要であり、説明したような着色に伴う美的問題は無関係である。加えて、赤色弱
又は緑色弱の色覚欠失を補助するためのコンタクトレンズの適用に関して、ＤＭＢ７０フ
ィルタの透過率スペクトルは、緑色弱の色覚欠失の使用に好ましく、ＤＭＰ７０フィルタ
の透過率スペクトルは、赤色弱の色覚欠失の使用に好ましい。この選択は、以下の観察、
すなわち１）赤色弱の個人は、長波長の可視光（即ち赤色光）に対する感受性の減少を経
験し、及び２）赤色弱の個人は、低波長の固有の黄色を経験するが、緑色弱の個人は、長
波長の固有の黄色、及び長波長の光に対するより高い感度を経験するという観察から得ら
れる。色覚欠失である個人にコンタクトレンズを処方するための方法は、最初に、色覚異
常検査を実施してそのタイプ及び欠失の程度を決定する工程と、次いで実質的に説明した
ような透過率スペクトルを有する２つのコンタクトレンズ選択肢から選択された適切なレ
ンズを推奨する工程とを備える。丁度説明した方法の別の変形例では、眼鏡レンズは同様
の手順で推奨することができ、眼鏡レンズは視感透過率をより低くする（例えば４０％か
ら６０％の間）ことができるが、そのようなレンズに組み込まれたフィルタは、ＮＢＤ５
７５及びＮＢＤ５９５の両方（又は同等）の狭帯域色素の使用が可能である。これらの変
形例では、方法は、緑色弱の個人に、ＣＸＢシリーズフィルタの１つと実質的に同様の光
学フィルタ（以下に説明する）を含むレンズを勧め、及び／又は赤色弱の個人に、ＣＸＶ
シリーズフィルタの１つと実質的に同様の光学フィルタ（これも後述する）を含むレンズ
を推奨する工程を備える。ＣＸＢシリーズフィルタで共有される特性は、５７５ナノメー
トルでのフィルタの透過率が、５９５ナノメートルでのフィルタの透過率よりも少なくと
も約２倍大きいことである。ＣＸＶシリーズフィルタで共有される特性は、５９５ナノメ
ートルでのフィルタの透過率が、５７５ナノメートルでのフィルタの透過率よりも少なく
とも約２倍大きいことである。
【０１３４】
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[0176]　少なくとも１つの狭帯域吸収性色素を含む、２つ以上の色素の組合せを備えるフ
ィルタの実施形態が、以下で、図１６、図１７、図１８、図１９及び図２０とともに詳し
く説明される。このようなフィルタのデザイン上の複雑さは、検討中の各追加色素に伴な
って増大する（すなわち、入力色度制約を充足可能な条件等色フィルタの数は重要ではな
い）ので、このようなフィルタの色素配合は、図１から図４を参照して上述した反復方法
を使用して最適化することが好ましい。設計方法の好ましい構成及び変形例が、これらの
対応するフィルタの実施例とともに説明される。
【０１３５】
[0177]　一連のフィルタの透過率スペクトルを図１６に示す。これらのフィルタは、本明
細書ではＣＸＢシリーズと呼ぶ。フィルタは、２つから４つの狭帯域色素成分の組合せを
備える。フィルタは青緑色である（すなわち、白色点は青色に向かい、緑色にも向かう傾
向がある）。しかしながら、得られる色は濃くなく、灰色と実質的に同様であるようにも
見える。一連のフィルタは、視感透過率が約４０％から約６５％の間である実施形態を含
む。グラフの１６０３は、視感透過率が４０％でかつ赤色－緑色分離係数が１．７２であ
る、本明細書ではＣＸＢ４０と呼ぶフィルタに対応する。ＣＸＢ４０の配合式を以下に示
す。
　　　　　ＣＸＢ４０＝０．５１１ＮＢＤ６７０＋０．５５７×ＮＢＤ４７５＋
　　　　　　　　 ０．７９５×ＮＢＤ５７５＋１．２９×ＮＢＤ５９５
グラフの１６０２は、視感透過率が５５％でかつ赤色－緑色分離係数が１．５７である、
本明細書ではＣＸＢ５５と呼ぶフィルタに対応する。ＣＸＢ５５の配合式を以下に示す。
　　　　　ＣＸＢ５５＝０．２５１×ＮＢＤ４７５＋０．１９９×ＮＢＤ５７５＋
　　　　　　　　　　　　　　　　１．２９×ＮＢＤ５９５
グラフの１６０１は、視感透過率が６５％でかつ赤色－緑色分離係数が１．５５である、
本明細書ではＣＸＢ６５と呼ぶフィルタに対応する。ＣＸＢ６５の配合式を以下に示す。
　　　　　　ＣＸＢ６５＝０．１６７×ＮＢＤ４７５＋１．２１×ＮＢＤ５９５
【０１３６】
[0178]　ＣＸＢシリーズのフィルタの透過率スペクトルが、図３３の表に５ナノメートル
（ｎｍ）の段で提示される。
【０１３７】
[0179]　ＣＸＢシリーズのための最適化された配合式（例えば上述した）が生み出され、
対応する最適化されたフィルタが好ましい赤色－緑色分離係数（１．０よりも大きい）及
び高い視感透過率（約４０％よりも大きい）がもたらし、それは、例えば、比色分析性能
測定規準として赤色－緑色分離係数を使用し、目標白色点として青緑色色度座標を使用す
る、説明済の反復設計方法を評価することによる。青緑色の色度座標は、マンセル表色系
による１０Ｂから５Ｂの色相及び４から６の色度に対応することが好ましい。
【０１３８】
[0180]　別の一連のフィルタの透過率スペクトルを図１７に示す。これらのフィルタは、
本明細書ではＣＸＶシリーズと呼ぶ。フィルタは、２つから４つの狭帯域色素成分の組合
せを備える。このフィルタは、朱色とみなされる白色点の色に、低刺激性の桃色又は淡い
紫色を与える。一連のフィルタは、視感透過率が約４０％から約６５％の間である実施形
態を含む。グラフの１７０３は、視感透過率が４０％でかつ赤色－緑色分離係数が１．３
である、本明細書でＣＸＶ４０と呼ぶフィルタに対応する。ＣＸＶ４０の配合式を以下に
示す。
　　　　　ＣＸＶ４０＝０．３９×ＮＢＤ４７５＋０．５５７×ＮＢＤ５７５＋
　　　　　　　　　１．２９×ＮＢＤ５９５＋１．３９×ＮＢＤ４９０
グラフの１７０２は、視感透過率が５５％でかつ赤色－緑色分離係数が１．４６である、
本明細書でＣＸＶ５５と呼ぶフィルタに対応する。ＣＸＶ５５の配合式を以下に示す。
　　　　　ＣＸＶ５５＝０．１９５×ＮＢＤ４７５＋０．７５５×ＮＢＤ５７５
　　　　　　　　＋０．７２４×ＮＢＤ５９５＋１．１４×ＮＢＤ４９０
グラフの１７０１は、視感透過率６５％でかつ赤色－緑色分離係数が１．４８である、本



(30) JP 2018-509661 A 2018.4.5

10

20

30

40

50

明細書でＣＸＶ６５と呼ぶフィルタに対応する。ＣＸＶ６５の配合式を以下に示す。
　　　　　ＣＸＶ６５＝０．２７９×ＮＢＤ４７５＋０．７９５×ＮＢＤ５７５
【０１３９】
[0181]　ＣＸＶシリーズのフィルタの透過率スペクトルが、図３４の表に５ナノメートル
（ｎｍ）の段で提示される。
【０１４０】
[0182]　ＣＸＶシリーズのための最適化された配合式（例えば上述した）が生み出され、
対応する最適化されたフィルタが好ましい赤色－緑色分離係数（１．０よりも大きい）及
び高い視感透過率（約４０％よりも大きい）をもたらし、それは、例えば、比色分析性能
測定基準として赤色－緑色分離係数を使用し、目標白色点として紫色又は桃色色度座標を
使用する説明済みの反復設計方法を評価することによる。目標白色点は、マンセル表色系
により、約５Ｐの色相及び２から４の彩度に対応することが好ましい。
【０１４１】
[0183]　別の一連のフィルタの透過率スペクトルを図１８に示す。これらのフィルタは、
本明細書ではＣＸＮシリーズと呼ぶ。フィルタは、５つの狭帯域色素成分の組合せを備え
る。このフィルタは、中間色とみなされる白色点色又は実質的な灰色に、みかけの着色を
殆ど備えず、又は全く備えない。一連のフィルタは、視感透過率が約１４％から約４０％
の間である実施形態を含む。グラフの１８０１は、視感透過率が４０％でかつ赤色－緑色
分離係数が０．６９である、本明細書でＣＸＮ４０と呼ぶフィルタに対応する。ＣＸＮ４
０の配合式を以下に示す。
　　　　ＣＸＮ４０＝０．４３１×ＮＢＤ５９５＋０．５５７×ＮＢＤ４７５＋
　０．７５５×ＮＢＤ５７５＋０．８６８×ＮＢＤ６７０＋１．６４×ＮＢＤ４９０
グラフの１８０２は、視感透過率が２５％でかつ赤色－緑色分離係数が０．５９４である
、本明細書でＣＸＮ２５と呼ぶフィルタに対応する。ＣＸＮ２５の配合式を以下に示す。
　　　　ＣＸＮ２５＝０．８６２×ＮＢＤ５９５＋１．０６×ＮＢＤ４７５＋
　　１．１１×ＮＢＤ５７５＋１．３８×ＮＢＤ６７０＋２．５３×ＮＢＤ４９０
グラフの１８０１は、視感透過率１５％でかつ赤色－緑色分離係数が０．４９７である、
本明細書でＣＸＮ１５と呼ぶフィルタに対応する。ＣＸＮ１５の配合式を以下に示す。
　　　　ＣＸＮ１５＝１．０３×ＮＢＤ５９５＋１．５９×ＮＢＤ４７５＋
　　１．６７×ＮＢＤ５７５＋２．０７×ＮＢＤ６７０＋３．７９×ＮＢＤ４９０
【０１４２】
[0184]　ＣＸＮシリーズのフィルタの透過率スペクトルは、図３５の表に５ナノメートル
（ｎｍ）の段で提示される。
【０１４３】
[0185]　ＣＸＮシリーズのための最適化された配合式（例えば上述した）が生み出され、
対応する最適化されたフィルタが、サングラスへの組込みに適した強い色強調効果及び低
い視感透過率（４０％よりも小さい）をもたらし、それは、全域ベースの性能測定規準を
使用して上述の反復設計方法を評価することによる。例えば、性能測定規準は、フィルタ
を介して見える一組の基準色に対応する色度座標の集合によって囲まれた領域として定義
され、基準色は、Ｆａｒｎｓｗｏｒｔｈ　Ｄ－１５キャップ配置検査で使用されるマンセ
ル色見本に対応する。全域性能測定基準は、米国特許出願第１４／０１４，９９１号に記
載される。目標白色点は、マンセル表色系による２よりも小さい彩度に対応することが好
ましい。
【０１４４】
[0186]　別の一連のフィルタの透過率スペクトルを図１９に示す。これらのフィルタは、
本明細書ではＵＶＨシリーズと呼ぶ。フィルタは、３つの狭帯域色素成分と、随意的な１
つ標準的色素成分との組合せを備える。一連のフィルタは、視感透過率が約３５％から約
８５％の間である実施形態を含む。ＵＶＨシリーズのフィルタは、高エネルギ可視光（Ｈ
ＥＶ光とも呼ばれる）の透過を抑制するように設計され、高エネルギ可視光は、光子のエ
ネルギが最大である可視光のサブバンドである、約３９０ナノメートルから約４５０ナノ
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メートルの間における波長に対応する。グラフの１９０１は、商標名Ｂｌｕ　Ｔｅｃｈに
よって公知の、市販されているＨＥＶ阻止フィルタに対応する。このフィルタは、スペク
トル全体にわたって透過率がほぼ単調に変化することを特徴とする。本明細書に開示され
るＵＶＨシリーズのフィルタは、波長毎の透過率が非単調である、複雑なスペクトルプロ
ファイルを有する。グラフの１９０２は、視感透過率が８５％である、本明細書ではＵＶ
Ｈ４１５と呼ぶフィルタに対応する。ＵＶＨ４１５の配合式を以下に示す。
　　　ＵＶＨ４１５＝０．２２７×ＮＢＤ５９５＋０．３９７×ＮＢＤ４２５＋
　　　　　　　　　　　　　　１．５７×ＮＢＤ４０５
グラフの１９０３は、視感透過率が７５％である、本明細書ではＵＶＨ４３０と呼ぶフィ
ルタに対応する。ＵＶＨ４３０の配合式を以下に示す。
　　　　ＵＶＨ４３０＝０．３２２×ＢＤ５９５＋１．３２×ＢＤ４２５＋
　　　　　　　　　　　　　　２．０９×ＢＤ４０５
グラフの１９０４は、視感透過率が３５％である、本明細書ではＵＶＨ４５０と呼ぶフィ
ルタに対応する。ＵＶＨ４５０の配合式を以下に示す。
　　　　ＵＶＨ４５０＝１．４×ＮＢＤ５９５＋７．１５×ＮＢＤ４２５＋
　　　　　　　　９．９５×ＮＢＤ４０５＋２．０８×ＳＤ４３５Ｙ
【０１４５】
[0187]　ＵＶＨシリーズのフィルタの透過率スペクトルは、図３６の表に５ナノメートル
（ｎｍ）に段で提示される。
【０１４６】
[0188]　フィルタの実施例ＵＶＨ４１５及びＵＶＨ４３０は、視感透過率が高いフィルタ
をもたらし、屋内使用及び夜間使用を対象とした汎用の眼鏡類に適する。これらのフィル
タは実質的に中間色であり、それは審美的理由から好ましい。さらに、分光透過率におけ
るノッチ（例えば、５１０ナノメートル及び５９０ナノメートル）の構成により、色覚の
品質に小さいが顕著な向上がもたらされる。
【０１４７】
[0189]　フィルタの実施例ＵＶＨ４５０の色は、黄色又は茶色と考えられ、相関色温度が
約２７００ケルビンである。フィルタは、サングラスレンズに組み込み、偏光フィルタ及
び／又は光発色性色素と組み合わせ得ることが好ましい。ＵＶＨ４５０の分光透過率は、
４００ナノメートルから４５０ナノメートルの間の全波長につき１％よりも小さく、商業
広告に主張「ＵＶ４５０」を使用することが可能になり、それは、業界にて波長が４００
ナノメートル以下の光を少なくとも９９％遮断するレンズを示すために定める用語「ＵＶ
４００」に関連する。別の変形例では、標準色素成分ＳＤ４３５Ｙの濃度は、得られるフ
ィルタの色がその飽和度（彩度）が低下する限り好ましいとの妥協のもと、以上で与えた
配合式では低下して、より低い保護等級、例えば「ＵＶ４２５」のフィルタを与える。フ
ィルタの色は、マンセル表色系による２から４の彩度を有する。
【０１４８】
[0190]　対応する最適化されたフィルタが、好ましいフィルタ色と組み合わせてＨＥＶ光
保護をもたらす、ＵＶＨシリーズのための最適化された配合（例えば上述した）が生み出
され、それは、ＨＥＶ減衰係数、下記式で計算された比色分析性能測定基準を使用して、
説明した反復設計方法を評価することによる。
　　　　　　　　　ΨHEV = ((τν × ((τH / τL) - 1)) / (1 - τν) + 1)
上式中、τHは、約３９０ナノメートルから４５０ナノメートル間でのフィルタの平均透
過率であり、τLは、約４５０ナノメートルから約６５０ナノメートル間でのフィルタの
平均透過率であり、τνはフィルタの視感透過率である。視感透過率が高い（例えば７５
％よりも大きい）フィルタにつき、白色点は、マンセル表白系による２よりも小さい彩度
に対応することが好ましい。視感透過率が低い（例えば、４０％よりも小さい）フィルタ
において、白色点は、ＣＩＥ　ｘｙ色度空間内で黒体軌跡の約０．０２５単位内にあるこ
とが好ましい。フィルタの実施例ＵＶＨ４１５のＨＥＶ減衰係数は約６．１でかつ赤色－
緑色分離係数は約０．４７である。フィルタの実施例ＵＶＨ４３０のＨＥＶ減衰係数は約
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６．２でかつ赤色－緑色分離係数は約０．３５である。フィルタの実施例ＵＶＨ４５０の
ＨＥＶ減衰係数は約４４．２でかつ赤色－緑色分離係数は約０．２５である。フィルタの
実施例ＵＶＨ４１５及びＵＶＨ４３０は、飽和度が低い白色点をもたらし、（ｘ、ｙ）座
標（．３１、．３３）におけるＤ６５の標準的な外観までの距離は最大約０．０２５単位
である。フィルタの実施例ＵＶＨ４５０は、実質的に黄色と考えられる白色点をもたらし
、標準照度Ｄ６５（相関色温度が６５００ケルビン）を標準照度Ａ（相関色温度が２７０
０ケルビンである）の色に本質的に変換する。
【０１４９】
[0191]　別の一連のフィルタの透過率スペクトルを図２０に示す。これらのフィルタは、
本明細書ではＡＣＲシリーズと呼ぶ。フィルタは、２つの狭帯域色素成分、１つの標準色
素成分、及び随意的に中間色濃度吸収体（例えば、灰色色素混合物、光発色性色素、又は
灰色偏光子）の組合せを含む。ＡＣＲシリーズのフィルタは、波長が約４５０ナノメート
ルから約５５０ナノメートル間での光子である、暗順応光（桿体細胞光色素によって受光
された光）の透過性を抑制するように設計される。暗順応光の透過を大幅に制限するフィ
ルタは、色素沈着症、機能している錐体細胞の部分的又は完全な欠損を特徴とする低視覚
状態を患っている個人に向けて処方されることが多い。制限された暗順応透過により、着
用者が、暗順応視覚（すなわち夜間視覚）を使用して、一般的な屋内照明及び屋外の昼光
状態の間に見ることが可能になる。そのような必要性を満たすための１つの解決策は、適
切な暗さの中間色灰色のフィルタを設けることであるが、これは、部分的な色覚を可能に
する橙色又は赤色のフィルタと比較してあまり好ましくない。色素沈着症の症例は、完全
な色素沈着症（即ち、錐体機能の全損失）又は不完全な色素沈着症（即ち、錐体機能の部
分損失）の何れかに分類することができる。後者の症例では、選択的透過をもたらすレン
ズが好ましい。グラフの２００１は、色素沈着症を伴って屋内で使用するために眼科医に
よって処方され得る、従来のフィルタに対応する。フィルタは、橙色でかつ視感透過率が
約３０％である。グラフの２００３は、眼色覚異常を伴って屋外で使用するために眼科医
によって処方され得る従来のフィルタに対応する。このフィルタは、赤色でかつ視感透過
率が約８％である。このようなフィルタは、例えば、ミシガン州、南リヨンのＮｏＩＲ　
Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社からの橙色のフィルタ＃５７０、及び同じ
くミシガン州、南リヨンのＮｏＩＲ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社から
の赤色フィルタ＃９５及びフィルタ＃９９として商業的に購入することができる。ここに
示したＡＣＲシリーズのフィルタは、不完全な色素沈着症の個人に、より良好な色覚をも
たらし得る色強調色素（ＮＢＤ５９５）を組み込むことによって、これらの従来のデザイ
ンを改善する。グラフの２００２は、本明細書ではＡＣＲ２５と呼ぶ、視感透過率が２５
％のフィルタに対応する。ＡＣＲ２５の配合式を以下に示す。
　　　　ＡＣＲ２５＝０．１６７×ＮＢＤ４７５＋１．２９×ＮＢＤ５９５＋
　　　　　　　　　　　　　　１．８１×ＳＤ５１０Ｒ
グラフの２００４は、本明細書ではＡＣＲ１０と呼ぶ、視感透過率が１０％のフィルタに
対応する。ＡＣＲ１０は、光の４０％を透過する中間色吸収体が追加されたＡＣＲ２５と
同じ基礎配合式を採用する。例えば、吸収体は、中間濃度色素（例えば、一般的には、灰
色を形成し、波長毎にほぼ一定の透過率を有する標準色素の混合物）とすることができ、
好ましくは直線偏光子であり、又は好ましくは光発色性色素であり、より好ましくは偏光
性光発色性色素である。
【０１５０】
[0192]　ＡＣＲシリーズのフィルタの透過率スペクトルが、図３７の表に５ナノメートル
（ｎｍ）の段で提示される。
【０１５１】
[0193]　ＡＣＲシリーズフィルタのようなフィルタのデザインは、目標白色点制約が暗順
応透過率制約（即ち、桿体細胞光色素の受光性によるみかけの輝度）によって置換される
、反復設計方法の変形例によって可能になる。色覚に与える所望の効果の極度の必要性は
、フィルタの色に対するあらゆる優先性を無効にするので、置換は適切である。目標の暗



(33) JP 2018-509661 A 2018.4.5

10

20

30

40

50

順応透過率は、好ましくは、フィルタの視感透過率の約１０％よりも小さく、又は好まし
くは約１／３よりも小さい。修正した制約と組み合わせて、一般的な色強調の測定基準が
比色分析性能測定基準として、例えば先述した全域面積ベースの測定規準として適用され
てもよく、一方、全域面積ベースの測定規準は、暗いデザイン（低い視感度透過率）のフ
ィルタで好ましく、又は赤色－緑色分離係数は、色覚を向上させるフィルタに向けて最適
解を押し進める、比色分析性能測定基準として使用することができる。
【０１５２】
[0194]　図２１は、赤色－緑色に関するＣＩＥ　Ｙｘｙ色空間による色度図を描く。点線
２１０５は、温度が１００００ケルビンから０ケルビンの間である理想的な黒体の色度空
間における曲線である、プランク軌跡（又は黒体軌跡）に対応し、眼科システムへの統合
に好ましいフィルタは、１）濃く着色されていない色合、及び２）好ましくは黒体軌跡に
近い色を有するフィルタである。これらの好ましい特性を満たす領域が２１１１に示され
る。この領域は、約８０００Ｋから約２７００Ｋの間の黒体軌跡温度に広がる。この領域
に属する白色点の色は、実質的に外観が中間色であり、又はほとんど中間色であるが、わ
ずかな色味を帯びると考えられる。フィルタシリーズＣＸＮの白色点は、相関色温度が６
５００Ｋである、本質的に灰色又は中間色に対応する黒丸印２１０７で示される。フィル
タシリーズＵＶＨの白色点は、白丸印２１０６及び２１０４で示され、印２１０６は実施
例ＵＶＨ４３０に対応し、印２１０４は実施例ＵＶＨ４５０に対応する。フィルタＵＶＨ
４３０は、黄色に向かってわずかな色合いを有する、実質的に中間色の外観を有する。フ
ィルタＵＶＨ４５０は、より濃い黄色（又は茶色）の外観を示し、相関色温度が約２７０
０Ｋである。あまり好ましくない色の領域は、相関色温度が２７００Ｋから約２０００Ｋ
の間にまたがる２１０３で示され、この領域のフィルタは橙色に見えることがある。フィ
ルタの色にとってあまり好ましくない別の領域は、概ね２１１５で示され、濃く着色され
た桃色、紫色、及び赤色に対応する。フィルタシリーズＡＣＲ（ＡＣＲ２５及びＡＣＲ１
０）は、開いた正方形の印２１０９に対応する白色点を有し、赤色である。あまり好まし
くない色は、暗順応透過率制約の必要な結果である。別の実施例では、フィルタシリーズ
ＤＭＰは、直立三角形２１１３によって示す対応する白色点を有し、最も飽和した印は、
フィルタＤＭＰ４０に対応する。これらのフィルタは桃色又は紫色が濃く、これは、審美
的理由から望ましくないと考えられる。ＣＸＶシリーズのフィルタも桃色に向かう傾向が
ある白色点を有するが、好ましい領域２１１１内に完全に含まれ、ダイヤモンド印２１１
０が、これらのフィルタの白色点に対応する。灰色に近い桃色又は紫色を帯びたフィルタ
は、特に眼鏡業界では「朱色」とも呼ばれる。色度空間内で同様にあまり好ましくない別
の領域（特に眼鏡類にとって）が２１１６にて示され、この領域は、ほとんどの消費者に
とって好まれないまれな外観を有する、実質的に青紫色フィルタに対応する。フィルタシ
リーズＤＭＢは、逆三角形２１１４で示した、この領域内の対応する白色点を有する。高
い赤色－緑色分離係数を視感透過率と同時に達成するためには、青色を帯びたフィルタが
好ましいが、２１１２で示した色度領域は、青－緑色に対応する領域を定め、その中に、
フィルタシリーズＣＸＢの白色点が含まれ、実線の四角い印２１０８で示される。領域２
１０１は濃い緑色に対応し、領域２１０２は黄緑色に対応し、それらは、ここでも、領域
２１１１又は２１１２に含まれる実施形態よりも好ましくない。
【０１５３】
[0195]　上述したフィルタの実施例につき、赤色－緑色分離係数（ΨRG）対視感透過率（
τν)を明示する散布図を図２２に示し、これは、図３８及び図３９の一覧表のデータに
対応する。中間色フィルタ（全ての波長で透過率が等しい）は、視感透過率がゼロ、例え
ば４０％（ＮＤ４０）、５５％（ＮＤ５５）及び７０％（ＮＤ７０）の中間色フィルタに
対応する、逆三角形２２０４で示す赤色－緑色分離係数をもたらす。このプロットの分析
は、比色分析性能測定基準としての赤色－緑色分離係数が、赤色－緑色色覚異常の光学的
補助具として利用することを意図しているフィルタ、特にカテゴリ１のレンズ（視感透過
率が約４０％から約８０％の間である名目上のレンズである）として等級付けされたフィ
ルタの好ましい特性をどのように定義するかをよく理解するのに有用である。カテゴリ１
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のレンズは、サングラスレンズに適するとは思われない。カテゴリ１のレンズは、一般的
な屋内照明条件並びに夕方及び夜間の使用などの微光状況で使用できるように、十分に高
い明度を有する。ＣＸＮ２５及びＣＸＮ１５などのフィルタは、強い色強調効果を持つが
、室内での使用には暗すぎることが分かる。フィルタＣＸＮ４０は、カテゴリ１のレンズ
の下限に対応する視感透過率を有するが、自覚的なユーザーの試験を通じて、色知覚に穏
やかな効果しかない、ＣＸＶ４０及びＣＸＢ４０では強い作用があることが分かっている
。我々は、目標明度が約４０％よりも大きいとき、比色分析性能測定基準としての赤色－
緑色分離係数は、反復設計法で使用するのに合理的な選択であると結論する。領域２２０
１は、カテゴリ１のレンズの赤色－緑色分離係数対視感透過率の好ましい範囲を示し、そ
こで視感透過率が約４０％から約８０％の間であり、赤色－緑色分離係数が１．０よりも
大きい。このようなフィルタは、赤色－緑色分離係数が約１．２５よりも大きい、又は約
１．５よりも大きい、又は約２．０よりも大きいことが好ましい。このようなフィルタは
、視感透過率が約５０％より大きい、又は約６０％より大きいことが好ましい。領域２２
０２は、カテゴリ１の範囲の視感透過率を囲むが、前述したように（例えば、ＡＣＥシリ
ーズ、ＤＣＢ、及びＤＣＰシリーズ）赤色－緑色分離係数が１．０よりも小さく、フィル
タデザインを有する。領域２２０３は、カテゴリ２の範囲（視感透過率が約１８％から約
４０％の間）又はカテゴリ３の範囲（視感透過率が約８％から約１８％の間）のフィルタ
透過率を有するフィルタデザインを囲む。カテゴリ２のレンズは中間のサングラスレンズ
と考えられ、カテゴリ３のレンズは暗いサングラスレンズと考えらえる。
【０１５４】
[0196]　眼科システムへの色素ベースフィルタの統合は、眼科用レンズ産業で公知の様々
な方法で達成される。色素系フィルタを含む可能な眼科システムの実施例が図２３Ａに示
され、眼科システムの各層が積み重ねた配置で描かれる。この実施例では、最上層（レン
ズのうち眼から最も遠い側面）は疎水性コーティング２３Ａ０１であり、次の層は反射防
止コーティング２３Ａ０２（それ自体が数個の層を備える）であり、次の層は機能コーテ
ィング層であり、そこでは色素ベースフィルタが、例えばアクリレートベースのコーティ
ング全体に色素を分散させることによって含まれる。機能コーティングは、任意の適切な
取付け方法（スピンオン、モールド転写など）を用いてレンズ基体２３Ａ０４に接着され
る。次いで、レンズ基体の裏面に、裏面反射防止コーティング２３Ａ０５及び裏面疎水性
コーティング２３Ａ０６がさらに被覆される。上述したシステムは、処方レンズ（合焦能
力を含むレンズ）の形成に好ましい。処方レンズは、レンズの表面を横切る厚さの変化を
利用して屈折力を生成するが、均一な分光フィルタリングを維持するために、機能コーテ
ィングはほぼ一定の厚さを維持する必要がある。従って、レンズが屈折力も生成するよう
に機能すれば、レンズ基体への色素成分の統合はあまり好ましくない。別の変形例では、
レンズは屈折力がゼロであり、又は適度に低い屈折力（例えば＋／－２ジオプタの間）と
することができ、このような変形例では、フィルタ色素は、レンズ基体２３Ａ０４に直接
分散され、機能コーティング層２３Ａ０３は省略することができる。追加の変形例では、
機能コーティングは、レンズ基体の裏面に塗布することができ、又は成分色素はレンズ基
体及び機能コーティングの両方の間に分配することができる。さらなる変形例では、反射
防止コーティング及び／又は疎水性コーティングは省略することができる。さらなる変形
例では、色素は、レンズ基体の前面及び後面の両方に塗布されるハードコート（耐擦傷性
コーティング）に分散することができる。別の種類の眼科用レンズは、コンタクトレンズ
であり、そこで色素成分は、コンタクトレンズを形成するポリマーに化学的に結合するよ
うに、レンズ基体に又は基体内の領域に組み込むことができる。
【０１５５】
[0197]　光源組立体への色素ベースフィルタの組込みが図２３Ｂに示される。本明細書で
は、光源組立体は、光源２３Ｂ０５（例えば、ＬＥＤ、白熱フィラメント又はガス放電管
）と、狭いビームを投射できるビーム形成レンズ２３Ｂ０４と、広いビーム又は他の空間
分布の光と、光線が通過する窓２３Ｂ０２とを備える。本明細書では、フィルタ成分色素
は、窓を形成する基体内に分散される。効率を改善するために、窓は、前面２３Ｂ０１及
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び背面２３Ｂ０３上に反射防止コーティングを含むことができる。別の変形例では、窓を
使用する代わりに、成分色素は、機能コーティング（前述した）を使用して、ビーム形成
レンズの表面に直接塗布することができる。別の変形例では、成分色素は、ビーム形成レ
ンズに直接分散させることができる。別の変形例では、ビーム形成レンズは、鏡（例えば
、放物面鏡又は楕円面鏡）を備えることができ、成分色素は、鏡面上に機能コーティング
として塗布され、色素の濃度は、約５０％減少して実効パス長の倍増の割合を占める。一
部の変形例では、光ビームの一部のみにフィルタをかける。
【０１５６】
[0198]　カテゴリ１のフィルタ（視感透過率が約４０％から約８０％の間）を眼鏡類に組
み込むことに関して、フィルタの明度の低下により、特定の照明条件で、特に低明度又は
夜間の状態で、着用者の視力低下に関する問題をもたらす可能性がある。この問題は、レ
ンズ内の領域への光学フィルタの適用を制限することによって緩和できる。図２４Ａは、
レンズ２４Ａ０１が近傍領域２４Ａ０２を含む、実施例の対の眼鏡類を示す。そのような
実施例では、フィルタは、近傍領域２４Ａ０２の視覚にのみ影響を及ぼすように適用する
ことができる。このような配置は、近接作業のために色覚の強化が必要とされる使用を意
図した眼鏡に、ほぼ視界を妨げることなく有用であり得る。別の実施例では、図２４Ｂは
、実施例の対の眼鏡類を示し、レンズは、近視野２４Ｂ０２及び遠視野２４Ａ０１に分割
される。そのような実施例では、フィルタは、遠視野２４Ｂ０２の視覚にのみ影響を及ぼ
すように適用することができる。このような配置は、眼鏡類が有色信号光（例えば、海洋
、自動車又は航空ナビゲーション）の解釈を支援するための使用を意図するとき、しかも
信号光が主に水平線の上に見える場合に、好ましい。別の変形例では、近視野と遠視野と
の間の分割は、区別可能な線を有さず、連続的な勾配である。
【０１５７】
　[0199]　本開示に含まれる図は、オブジェクトを処理及び生成する一般化されたオブジ
ェクト及び作動のフローを視覚的に描くプロセスフロー図にすることができる。図２５は
、視覚的言語の理解を支援するためのプロセスフロー図の実施例を描く。この略図では、
丸めたボックス（例えば２５０１及び２５０３）は、物理的エンティティ、数値データ等
の仮想エンティティ、又は成分オブジェクトの異種集合体を含有する複合オブジェクトと
して理解できるオブジェクトを描く。オブジェクトの同種集合体を含有する複数オブジェ
クト２５０８及び２５１１は、例えば、二重線境界を有する丸めたボックスによって描か
れる。複数オブジェクトから抽出された成分オブジェクトは、例えば、エンティティ２５
０１及び２５０３を接続して示すように、点線矢印で描かれる。プロセス内のオブジェク
トのフローは、例えば、エンティティ２５０１及び２５０２を接続して示す実線矢印によ
って示される。正方形のボックス（例えば２５０２及び２５０５）は作動を表す。作動は
、オブジェクトを生成し、オブジェクトを変換し、又はオブジェクトを分析することがで
きる。作動の出力は、そのボックスから遠ざかる向きの矢印によって示される。作動の出
力は、そのボックスに入る全矢印をたどることによって追跡できるその入力に依存する。
作動は、例えば、別のプロセス略図をカプセル化することによって、複合作動２５０６と
して形成できる。本構造により、プロセスフロー図が複数頁にわたって広がることが可能
になり、１つの略図に定義される複合作動は、別の略図において参照することによって呼
び出すことができる。各作動は、一緒に直列又は並列に接続することができ、具体的作動
が行われる順序の詳細は、必ずしも、プロセスフロー図構文によって定義されず、付随の
説明によって推測する必要がある。二重線矢印は、例えば２５０８及び２５０９を接続し
て示すように、複数の同種オブジェクトのフローの反復を表し、付随の明細書ではプロセ
スフローは、「毎に」という用語を用いて識別される。反復される作動２５０９は、例え
ば二重線の正方形の境界で示される。反復作動は、各反復オブジェクトに関するその入力
を変動させるが、例えば、２５０７及び２５０９を接続するフロー矢印に沿って示すよう
に、非反復オブジェクトに関しては、一定入力を保持することができる。本開示で使用す
るプロセスフロー図は、付随の詳しい説明と一緒に解釈するとき、理解を助けるために提
示される。本開示で使用されるプロセスフロー図は、アルゴリズムのための正式な仕様を
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【０１５８】
[0200]　本明細書で開示された方法は、例えば、２．３ＧＨｚのＩｎｔｅｌ　Ｃｏｒｅ　
ｉ７プロセッサ及び８ＧＢのＲＡＭを有するコンピュータ上で、Ｗｏｌｆｒａｍ　Ｒｅｓ
ｅａｒｃｈ、Ｉｎｃ．から販売される市販のコンピュータソフトウェアプログラムＭａｔ
ｈｅｍａｔｉｃａ（登録商標）（その線形プログラムソルバを含む）を使用して実施する
ことができる。しかしながら、当業者であれば、本明細書に開示された方法は、上記実施
に限定されず、コンピュータ／システムアーキテクチャとは独立することを理解する必要
がある。従って、方法は、他の計算プラットホーム上で同様に実施することができ、他の
コンピュータソフトウェアを使用し（市販されているか、又はフィルタ設計方法のために
具体的にコード化されているかどうかに関わらず）、同時に回路又は他の計算コンポーネ
ントに配線接続することができる。
【０１５９】
[0201]　この開示は、例示であり、限定するものではない。この開示に照らして、さらな
る変更が当業者には明らかである。例えば、上述した方法及び工程が特定の順序で生じる
特定の事象を表す場合、当業者であれば、所定の工程の順序付けを変更することができ、
そのような変更は本明細書に開示される発明に従うことを認識する。さらに、所定の各工
程は、可能なときは並行プロセスで同時に実行し、及び上述したように順次実行すること
もできる。本明細書で方法又はプロセスにおける作動と呼ぶ動作は、方法又はプロセスに
おける「工程」として理解することもできる。従って、本明細書に開示された発明の変形
例があり、それらが本開示又は本明細書に開示された発明の均等物の精神の範囲内にある
限り、本開示及びそれが支持する特許請求の範囲は、これらの変形例もまた同様に包含す
ることを意図している。本開示で引用される全ての刊行物及び特許出願は、個々の刊行物
又は特許出願が本明細書に具体的かつ個別に記載されているかのように、その全体が参照
により本明細書に組み込まれる。
【符号の説明】
【０１６０】
１０１　初期色素濃度
１０２　色素光学濃度スペクトル
１０３　目標白色点
１０４　基準光源
１０５　色素配合式最適化アルゴリズム
１０６　フィルタ白色点への追従をチェックする
１０７　フィルタ白色点への追従を改善する
１０８　フィルタの性能を改善する
１０９　目標明度
１１０　フィルタの視感透過率をチェックする
１１１　新しい色素の濃度
１１２　最適化された色素濃度
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